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    主         文 

       １ 本件控訴をいずれも棄却する。 

       ２ 控訴費用は控訴人らの負担とする。 

           事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 5 

 １ 原判決を取り消す。 

 ２ 被控訴人は、控訴人らに対し、各１００万円及びこれらに対する平成３１年

２月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

 １ 本件は、同性の者との婚姻を希望する控訴人らが、被控訴人に対し、現行の10 

法令が、婚姻は男女間でなければできないものとし、同性間の婚姻（以下「同性婚」

という。）を認めていないことは憲法１４条１項、２４条１項、２項に違反すると主

張して、国会が現行の法令では男女間でのみ認められている婚姻を同性間でも可能

とする立法措置をとらないという立法不作為（以下「本件立法不作為」という。）の

違法を理由に、国家賠償法１条１項に基づき、慰謝料各１００万円及びこれに対す15 

る訴状送達の日である平成３１年２月２８日から支払済みまで民法所定の年５分の

割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

 原審は、控訴人らの請求をいずれも棄却したところ、控訴人らが控訴した。 

 ２ 前提事実 

 当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠（書証は、特に断らない限り、各枝番20 

を含む。以下同じ。）及び弁論の全趣旨によって明らかに認定できる事実は、次のと

おりである。 

⑴ 婚姻に関する法令の定め 

 民法は、第４編「親族」に第２章「婚姻」を設け、婚姻の成立要件、効力等につ

いて定める規定を置いている（同法７３１条以下）。その中で、民法は、婚姻は、戸25 

籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる旨を定め（民
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法７３９条１項）、婚姻の当事者を「夫婦」と呼称し、夫婦の一方を「夫」、「妻」と

呼称している（同法７５０条等）。 

戸籍法は、婚姻をしようとする者は、夫婦が称する氏等を届書に記載して、その

旨を届け出なければならない旨を定め（同法７４条）、婚姻の届出があったときは、

夫婦について新戸籍を編製することを原則とし（同法１６条１項）、戸籍には、戸籍5 

内の各人について、氏名、出生の年月日、実父母の氏名及び実父母との続柄等のほ

か、夫婦については夫又は妻である旨を記載しなければならない旨を定めている（同

法１３条）。 

民法、戸籍法その他の現行の法令には、同性の者同士が婚姻をすることはできな

い旨を明記した規定はない。もっとも、「夫婦」、「夫」、「妻」という文言は、通常は、10 

「夫」は男性を意味し、「婦」及び「妻」は女性を意味するものとして用いられてお

り、上記の民法及び戸籍法の規定において、このような通常の用例と異なる意味で

これらの文言を用いているとは解されない。したがって、婚姻に関する現行の法令

は、婚姻を男女間のものとして規定しており、同性婚は認めていないと解される。 

⑵ 法令上の性別の取扱い 15 

 戸籍法は、出生の届書には、子の男女の別を記載しなければならない旨を定めて

いる（同法４９条２項１号）。この男女の別と出生の順により、戸籍に実父母との続

柄（同法１３条４号）として「長男」、「長女」、「二男」、「二女」などと記載される

ことにより、法令の規定の適用の前提となる戸籍上の性別（以下「法的性別」とい

う。）が示される。 20 

  したがって、法的性別は、通常は出生時に判定された生物学的な性別と一致する

が、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律（平成１５年法律第１１１

号。以下「性別取扱い特例法」という。）３条１項の規定による性別の取扱いの変更

の審判があった場合には、当該審判を受けた者を筆頭者とする新戸籍が編製された

上、父母との続柄欄が更正されて、法的性別が変更される（戸籍法２０条の４、戸25 

籍法施行規則３５条１６号。以下、特に断らない限り、性別の記載は法的性別を指
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す。）。 

 ⑶ 性の多様性 

  性的指向（sexual orientation）とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別に

ついての指向をいう。恋愛感情又は性的感情の対象が異性に向くことを異性愛、同

性に向くことを同性愛（レズビアン、ゲイ）、双方の性別に向くことを両性愛（バイ5 

セクシャル）という。 

  性自認（性同一性ともいう。gender identity）とは、自己の属する性別について

の認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいい、性的指向とは観点を

異にする概念である。これが一致する場合をシスジェンダー、一致しない場合をト

ランスジェンダーという。 10 

  ＬＧＢＴとは、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの総称

であるが、性的少数者には、これらの定義に当てはまらない者も含まれる。 

⑷ 控訴人らの届出の不受理 

 ア 控訴人ａと控訴人ｂは、ともに女性であり、両名間の婚姻を希望し、平成３

１年１月に婚姻届を提出したが、女性同士を当事者とする届出であることを理由に、15 

受理されなかった。（甲Ｃ１） 

 イ 控訴人ｃと控訴人ｄは、ともに女性であり、両名間の婚姻を希望し、平成３

１年２月に婚姻届を提出したが、女性同士を当事者とする届出であることを理由に、

受理されなかった。（甲Ｄ１） 

 ウ 控訴人ｅと控訴人ｆは、ともに男性であり、両名間の婚姻を希望し、平成３20 

１年２月に婚姻届を提出したが、男性同士を当事者とする届出であることを理由に、

受理されなかった。（甲Ｅ１） 

 エ 控訴人ｇは、ドイツ連邦共和国（以下「ドイツ」という。）の国籍を有する女

性であり、２０１８年（平成３０年）９月、ドイツ法の定めるところにより、日本

人女性との婚姻が成立したが、その後、平成３１年１月に日本国内で同女との婚姻25 
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届を提出したところ、女性同士を当事者とする届出であることを理由に、受理され

なかった。（甲Ｇ１～３） 

３ 争点 

 ⑴ 現行の法令が同性婚を認めていないことの憲法適合性 

 ⑵ 本件立法不作為が国家賠償法１条１項の適用上違法と評価されるか 5 

 ⑶ 損害の有無及び額 

 ⑷ 国家賠償法６条所定の相互保証の存否（控訴人ｇ関係） 

４ 争点に関する当事者の主張 

⑴ 現行の法令が同性婚を認めていないことの憲法適合性（争点⑴） 

（控訴人らの主張） 10 

 ア 憲法適合性を問題とする対象について 

 (ｱ) 控訴人らは、民法、戸籍法その他の現行の法令において、同性カップルが婚

姻制度から排除されており、同性婚が認められていないことが違憲であると主張す

るものである。 

 婚姻制度の中核は、両当事者の親密な人的結合関係を中心とする家族としての法15 

的な身分関係を形成し、これを公証し、これにふさわしい法的効果を付与すること

にある。憲法は、これらの中核的要素を備えた婚姻制度を、性的指向等にかかわら

ず、全ての人が利用できるよう構築することを要請している。それにもかかわらず、

同性カップルが現行の婚姻制度から排除されていることが問題の本質であり、現行

の法令が同性婚を認めていないことが違憲とされるべきである。 20 

 (ｲ) 上記の主張が全面的には認められないとしても、上記の主張は、現行の法令

が同性カップルを家族になるための法制度の存在しない状態に置いていること（同

性カップルに対して家族になるための法制度により保護される一切の利益を与えな

いこと）が違憲であるとの主張を包含し、少なくとも、同性カップルをそのような

状態に置いていることが違憲であるとの判断がされるべきである。 25 

 イ 憲法２４条１項適合性について 
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 (ｱ) 人と人が、親密な関係を基礎として一定の永続性を持った共同生活を営み、

家族を形成することは、人生に充実をもたらすものであり、その人らしい幸福追求

をする上で重要な意味を持つ。このような家族の形成について、法律が要件と効果

を定めて承認・公証し、社会の構成単位として位置付け、権利義務の束を付与する

仕組みが婚姻（法律婚）であるが、婚姻は、上記のとおり人生の充実をもたらすば5 

かりでなく、法制度を通じた様々な権利義務の付与やそれに伴う社会的承認を通じ、

その当事者を社会の構成単位として正式に認め迎える契機ともなるものである。こ

のように、婚姻はその人の人生と人格に深く関わるものであり、個人が人格的生存

を図る上で不可欠の事柄である。そのため、婚姻をするかどうか、いつ誰とするか

についての自己決定権（婚姻の自由）は、全ての人が個人として尊重される（憲法10 

１３条）という憲法の基本原理に照らし、自己決定権の重要な一内容を成すものと

いうべきである。 

 そして、憲法は、全ての人が個人として尊重されるという基本原理を実現するた

めに婚姻の果たす役割が欠かせないと考えて、憲法２４条において婚姻の自由を保

障したものである。婚姻及び家族の制度に関する規定である同条の法意は、個人よ15 

りも「家」を優位に置いて婚姻の自由が制限されるなどした昭和２２年改正前の民

法の下での婚姻制度の在り方を根本から否定した上、婚姻が自己決定権の重要な一

内容であることに鑑み、新たな婚姻制度の下では人が望む相手との意思の合致のみ

により自律的に婚姻をなし得ること（婚姻の自由）が確保されなければならないこ

とを明記したものにほかならない。 20 

 (ｲ) この婚姻の自由は、法律婚を定めた法制度の存在を前提とするものではある

が、人と人が生活を共にしようとするに当たり、社会が一定の条件の下でこれを承

認し、これに様々な利益や責任を結び付ける仕組みは、前国家的なものであり、婚

姻に関する法制度は、このような性格を有する婚姻に対し、法律による規律・整序

を及ぼしたものにすぎない。したがって、憲法２４条１項は、婚姻に関する法制度25 

の枠内でのみ婚姻の自由を保障しているのではなく、国家以前の個人の尊厳に直接
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由来する自由として婚姻の自由を保障していると解すべきであり、憲法が婚姻制度

について要請し想定した核心部分を婚姻に関する法制度が何らの正当化根拠なく制

約する場合には、その法律は違憲となる。 

 そして、憲法２４条１項が、婚姻は両性の合意にのみに基づいて成立するとして、

婚姻が当事者間の自由かつ平等な意思決定により成立すべきことを定めていること、5 

同条２項が、配偶者の選択が個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきことを求

めていること、婚姻は個人の人格的自律に深く関わり、個人の幸福追求において最

も重要な意味を持つものの一つであることなどからすると、憲法が婚姻制度につい

て要請し想定した核心部分とは、望む相手と両当事者の合意のみに基づいて婚姻が

成立するという点であると解すべきである。 10 

 (ｳ) 同性カップルも、異性カップルと全く同様に婚姻の本質を伴った共同生活を

営むことができ、現に控訴人らは異性カップルと同様にパートナーとの間で信頼関

係に基づく関係を築いている。同性愛者等（同性愛者及び両性愛者をいう。以下同

じ。）にとって、婚姻による法的保護を受けることが人格的生存に不可欠であること

は異性愛者と何ら異なるところはなく、このことは、控訴人らがパートナーと婚姻15 

できないために周囲から夫婦としての承認を得ることができず、具体的な不利益を

受けている事実からしても明らかである。さらに、異性愛者に婚姻の自由を保障す

る一方で同性愛者等を婚姻の自由から排除することは、同性愛者等に対し、異性愛

者よりも劣った存在であり、社会の正式な構成員ではないとのスティグマを与える

ものであり、このことは民主主義社会の基盤を弱体化させることにもつながる。 20 

 したがって、憲法が婚姻の自由を保障した趣旨は同性カップルにも当然に妥当し、

これらを別異に扱うべき憲法上の根拠は存在しないから、憲法２４条１項は、異性

愛者のみならず、同性愛者等にも婚姻の自由を保障するものであり、同項の婚姻の

自由は同性婚にも及ぶものと解すべきである。 

 (ｴ) 憲法２４条１項は「両性」の文言を用いており、その制定の際には異性間の25 

婚姻のみが想定されていたことがうかがわれる。しかし、憲法制定過程において、
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婚姻の当事者を男女に限定することが議論されたり、そのために「両性」という文

言が使用されたりした事実はない。同条の制定趣旨は、旧憲法下の「家」制度の制

約を婚姻及び家族の法制から排除し、婚姻については対等な当事者の自由な意思に

よるべく、戸主等の同意を要件とする制度を排除することであり、同条における「両

性」の文言は、同性婚を排除する趣旨に出たものではないというべきである。 5 

 また、憲法２４条が「両性」の文言を用いたのは、憲法制定時、同性愛が精神疾

患と認識されており、同性間の親密な関係や共同生活が法的保護を及ぼす対象とし

て意識されることがなかったためである。しかし、その後、精神医学の分野におい

て、同性愛を精神疾患とする知見に合理的な根拠がないことが実証的に明らかにさ

れ、現在では同性愛は精神疾患に当たらないとする認識が確立している。これに伴10 

い、性的指向に基づく人権の制約は許されないという認識が国際的に浸透し、諸外

国では同性カップルの婚姻の法制化が次々に実現している。我が国においても、多

くの地方公共団体において同性カップルを承認する制度であるパートナーシップ制

度の導入が進んでいるほか、国民の中でも、同性婚制度の導入に賛成する者が多数

を占めるなど、同性カップルを異性カップルと等しく婚姻により保護すべきである15 

という意識は高まり続けている。 

 以上のとおり、憲法の原理に即し、また社会の変化を踏まえて考察すれば、憲法

が婚姻制度について要請し想定した核心部分である、望む相手と両当事者の合意の

みに基づいて婚姻が成立するというときの「両当事者」には、同性の者同士も含ま

れると解釈するのが、今日の解釈としてふさわしいものというべきである。 20 

 したがって、憲法２４条１項における「両性」とは「両当事者」を意味すると解

すべきであり、同項は、異性愛者と同様に、同性愛者等に対しても婚姻の自由を保

障しているというべきである。 

 (ｵ) 民法が生殖の能力及び意思を婚姻の要件としていないことからも明らかなと

おり、生殖と養育は婚姻の目的ではなく、一つの機能・役割にすぎないし、子を産25 

み育てながら共同生活を送ることは、異性カップルと同様に同性カップルでも行い
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得るのであるから、生殖と養育に対する法的な保護を婚姻の目的として挙げるので

あれば、なおさら同性カップルの保護の必要性は高い。 

 そして、異性愛のみが正常な人的結合の在り方であり、同性愛は正常ならざる人

的結合であるとする考え方（いわゆる異性愛規範）は現在ではその正当性を失って

いるのであるから、同性カップルを婚姻制度から排除することは、今日においては5 

何らの合理性を有しない。 

 (ｶ) 以上によれば、現行の法令が同性婚を認めていないことは、憲法２４条１項

に違反する。 

ウ 憲法２４条２項適合性について 

(ｱ）憲法２４条２項は、単に「婚姻及び家族」に関する事項に関する立法の指針10 

を示すにとどまらず、「個人の尊厳と両性の本質的平等」に反する立法について、こ

れを無効ならしめるとともに、立法府に対し速やかにその改廃のために必要な措置

を講ずることを義務付ける規定である。 

そして、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻するかについての意思決定、とりわ

け誰と婚姻するかという配偶者の選択に係る意思決定は、その人の人格に深く関わ15 

り、個人の幸福の追求について自ら行う意思決定の中で最も重要なものの一つであ

り、もし、婚姻、とりわけ配偶者の選択を自由に行えないのであれば、個人が尊厳

ある存在として尊重されたとは到底いえない。したがって、婚姻の自由、とりわけ

配偶者選択の自由は、憲法２４条２項にいう「個人の尊厳と両性の本質的平等」の

最も重要な内容の一つに当たるというべきであり、同項が「配偶者の選択」を明文20 

で掲げ、更に同条１項が婚姻の自由について特に規定を設けたのは、上記の内容を

実定法に具現化すべきであるとしたものと解される。そして、婚姻の自由、とりわ

け配偶者選択の自由が上記のような重要性を有することに鑑みれば、法律が婚姻の

自由、とりわけ配偶者選択の自由を直接否定したり、婚姻の成立や配偶者の選択に

個人の人格を否定するような条件を設けて自由な意思決定を制約したりするような25 

場合には、その制約に真にやむを得ない理由が存在するか否かが厳格に審査される
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必要があり、このような理由が存在すると認められない限り、当該法律やその状態

は、同条２項に違反するものと解すべきである。 

なお、憲法２４条２項は、婚姻及び家族に関する立法が「個人の尊厳及び両性の

本質的平等」に立脚したものでなければならないとして立法に対する直接的な拘束

を及ぼしているのであるから、立法府は正当な理由のない限り上記拘束に従った立5 

法をするほかないのであって、立法裁量を行使する余地はない。 

(ｲ) 現行の法令は同性婚を認めていないから、同性愛者等は自らが望む相手との

婚姻をすること自体ができず、婚姻の自由を直接的かつ強度に制約されている。 

婚姻は、戸籍によって身分関係が公証され、様々な権利義務の束を発生させると

ともに、その身分に応じた社会的承認が付随する法律行為であり、婚姻により、共10 

同生活関係は法的な家族として保障され、社会的に承認されることとなるが、同性

愛者等は、婚姻をすること自体ができないことにより、配偶者としての様々な権利

義務の束を享受できず、夫婦としての社会的承認を受けることもできないという重

大な不利益を被っている。 

性的指向は人の性の重要な構成要素であり、人格に深く根差した個性であって、15 

自らの意思で変えることは困難である。そのような中、同性愛者等に対して異性間

の婚姻を前提とする婚姻制度を強いることは、性的指向及び性自認を根拠に社会の

重要な制度から排除することにつながるものであり、その人の人格そのものを否定

するものである。しかも、同性カップルを排除する現行の婚姻制度の存在は、同性

愛者等に対する社会的な差別・偏見を助長させ、社会を分断するものであり、これ20 

を正当化する根拠はおよそ見出すことができない。 

 (ｳ) 婚姻及び家族に関する立法が「個人の尊厳と両性の本質的平等」に立脚した

ものでなければならないとする憲法２４条２項の要請は、当該立法が憲法上の権利

として保障される人格権を不当に侵害してはならないとか、両性の形式的な平等が

保たれなければならないということのみを求めるものにとどまらず、憲法上直接保25 

障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと、両性の実質的な平
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等が保たれるように図ること、婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当

に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を

求めるものである。したがって、法律が婚姻の自由に対する直接の制約とはならな

い場合でも、事実上これを制約するものである場合には、当該法律は、やはり同項

に違反することとなる。 5 

そして、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻するかといった事柄に関する意思決

定は、少なくとも個人の人格的生存にとって不可欠の利益であることは疑いがない

から、憲法２４条２項の適用上は、このような人格的利益も尊重すべきである。現

行の婚姻制度は、同性カップルが異性カップルと何ら異なるところのない共同生活

を営んでいるにもかかわらず、同性カップルを婚姻から排除している点で、同性カ10 

ップルと異性カップルの本質的平等を害しており、現行の法令が同性婚を認めてい

ないことは同性愛者等にとって不当な制約となっていることが明らかである。 

(ｴ) 前記のとおり、憲法２４条１項の「両性」の文言に異性間の婚姻以外を否定

し排除する趣旨はない。同項がその制定当時は異性間の婚姻を想定していたとして

も、同条２項は、「配偶者の選択」が「個人の尊厳」に立脚しなければならないと定15 

め、男女間のものに限定していない。同条１項は、同条２項が定める「個人の尊厳

と両性の本質的平等」のうち特に重要な内容を定めたものであり、同条２項の内容

が同条１項の内容に限定される関係にはなく、同条２項の「婚姻及び家族に関する

その他の事項」について異性カップル以外の家族についてその保護範囲が及ばない

などという解釈は成立しない。 20 

(ｵ) 以上によれば、現行の法令が同性婚を認めていないことは、憲法２４条２項

に違反する。 

エ 憲法１４条１項適合性について 

 (ｱ) 現行法の下では、異性愛者が自らの性的指向に従って異性のパートナーと婚

姻することができる一方で、同性愛者等はその性的指向に従って同性のパートナー25 

と婚姻することができない。これは、性的指向が異性に向いているか同性に向いて
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いるか、すなわち性的指向によって、婚姻の可否それ自体に関して区別取扱いを行

うものである。現行の法令において「性的指向」という文言が婚姻の要件に挙げら

れているものではないが、婚姻が異性間のものに限定されていれば、同性愛者等が

婚姻から排除される結果となることは当然のことであるから、性的指向が直接に婚

姻の成立要件を構成するものでないからといって、上記区別取扱いの存在を否定す5 

ることはできない。 

 また、現行法の下では、ある者との婚姻を望む者がいた場合に、異性の者は婚姻

をすることができるのに、同性の者は婚姻をすることができないのであるから、自

分自身の性別又は婚姻を希望する相手の性別によって婚姻の可否が区別されている

といえ、性別による区別取扱いであるということもできる。 10 

 (ｲ) 上記区別取扱いは、同性間の婚姻を直接的かつ全面的に制約するものである。

その結果、同性愛者等は、民法上の配偶者という重要な法的地位を得られないこと

をはじめとして、身分関係（当事者間、親子間）の形成、身分関係の公証、身分関

係にふさわしい法的効果の集合的付与等の一切の利益を与えられずにいるのであり、

その不利益は甚大なものである。また、現行の婚姻制度から同性愛者等が排除され15 

ているという現状自体が、同性愛者等に対する差別・偏見を温存し、助長し、固定

化するものである。 

 上記区別取扱いは、憲法１４条１項の列挙事由である社会的身分又は性別に基づ

くものであり、その結果として生ずる不利益は重大であるから、その憲法適合性は

厳格に審査されなければならない。 20 

 上記区別取扱いは、人格に深く関わり、自らコントロールすることができない属

性に基づくものであること、同性間の婚姻を直接的かつ全面的に制約するもので、

その不利益は甚大であること、親密性に基づく共同生活の保護という婚姻制度の目

的に照らして同性愛者等を排除する理由がないこと、婚姻に伴う個別の法的効果の

趣旨に照らしても、同性カップルにそのような法的効果を与えない理論的根拠が存25 

在しないことなどを踏まえると、上記区別取扱いに合理的根拠が認められる余地は
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ない。 

 (ｳ) 憲法２４条１項が、異性間の婚姻のみを保障しており、同性間の婚姻につい

ては保障していないとしても、立法が、異性カップルと同性カップルを等しく扱う

ことができ、そのように扱うことが憲法の基本原理に照らして望ましいことである

のに、あえてそれをせずに、その結果、人格的生存に対する重大な脅威を生じさせ5 

ているのであれば、そのような区別取扱いについて、憲法１４条１項の見地から合

理的根拠の有無を問われるのは当然のことであり、その判断を回避することは許さ

れない。 

 (ｴ) 憲法は、明治民法下の「家」制度とそれに基づく人々の意識や慣行を排して、

個人の尊厳と両性の本質的平等という憲法全体の基本理念（憲法１３条、１４条）10 

を家族法制に貫こうとして、憲法２４条２項を置いたのであって、古くからの営み

に基づく社会通念に反してでも憲法の理念の求める規範が徹底されねばならない場

合があることを前提としており、婚姻を異性間のものとする社会通念のみをもって、

区別取扱いの合理的根拠とすることはできない。 

 自然生殖は、古くからそれが婚姻の中で行われ、種の保存に資するとしても、近15 

代日本の法制度上、法制度としての婚姻の本質が自然生殖と解されたり、自然生殖

の能力が婚姻の可否の法律上の基準とされたりしたことはない。それは、明治民法

起草者を含む明治以来の法律家によって強く否定された考えである。異性カップル

の中には、そもそも生殖の意思・能力がないものもあるところ、そのようなカップ

ルが婚姻制度の本来の目的に合致しない存在であると一般的にみなされていないこ20 

とは明らかであって、婚姻制度の目的が生殖の保護にあるということはできない。

婚姻制度の目的は、親密な関係（親密性に基づく共同生活）の保護であり、生殖の

保護はそこから派生する重要な機能・役割の一つと位置付けるのが妥当である。嫡

出推定規定等は、婚姻の法的効果の一つではあるが、不可欠の要素ではなく、これ

を同性カップルに認めるべきか否かと、同性カップルに婚姻制度の利用を認めるべ25 
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きか否かは別の問題である。したがって、自然生殖の可能性がないことは区別取扱

いの合理的根拠とはならない。 

 (ｵ) 以上によれば、現行の法令が同性婚を認めていないことは、憲法１４条１項

に違反する。 

（被控訴人の主張） 5 

 ア 憲法適合性を問題とする対象について 

 (ｱ) 控訴人らの主張は、同性間の人的結合関係につき「婚姻の自由」が保障され

ていることを前提に、現行の婚姻制度に加えて、同性間の人的結合関係についても

婚姻と同様の積極的な保護や法的な利益の供与を認める法制度を創設することを国

家に対して求めるものである。しかし、憲法２４条は「婚姻」が異性間の人的結合10 

関係を対象とするものであることを前提としており、同性間の人的結合関係につき、

控訴人らのいうところの「婚姻の自由」が保障されているものではないから、これ

が保障されていることを前提に、現行の法令が同性カップルを「排除」しているこ

との憲法適合性を問題とする控訴人らの視点は誤りである。 

 (ｲ) 控訴人らは、同性カップルが家族になるための法制度が存在しないことが違15 

憲であるとも主張するが、控訴人らは、同性愛者等にあえて現行の婚姻制度とは別

の制度を用意すること自体が同性愛者等に対する差別・偏見を助長し固定化するこ

とにつながるとして、そのような制度の創設を国会に義務付けることを主張するも

のではないというのであるから、上記の主張は国会のとるべき立法措置の内容との

関係が不明というほかなく、そのような法制度が存在しないことの憲法適合性を判20 

断する必要はない。 

 イ 憲法２４条１項適合性について 

 (ｱ) 憲法２４条は、１項において「両性」及び「夫婦」という文言を用い、２項

において「両性の本質的平等」という文言を用いている。これらの文言の一般的な

語義や、憲法制定過程において同条で用いられた文言、更には憲法審議における議25 
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論の状況等からすると、同条にいう「両性」が男女を意味することは明らかであり、

憲法は同性婚をそもそも想定していないというべきである。 

 憲法２４条１項の定める婚姻が異性間の人的結合関係を対象とするものとして法

律により制度化され、同性間の人的結合関係を対象とするものとして制度化されて

いないことは、憲法自体が予定し、かつ許容するものである。 5 

 (ｲ) 婚姻及び家族に関する権利利益等の内容は、憲法上一義的にとらえられるべ

きものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ、法律によって定められる制度に基づき

初めて具体的にとらえられるものである。そうすると、婚姻をするかどうか、いつ

誰とするかについての意思決定の自由は、憲法の定める婚姻を具体化する法律に基

づく制度によって初めて個人に与えられるか、あるいはそれを前提とした自由であ10 

り、生来的、自然権的な権利利益、人が当然に享受すべき権利利益ということはで

きない。憲法２４条１項は、婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象として

おり、同性間の人的結合関係を対象とすることは想定していないことからすると、

婚姻の自由は、異性間の人的結合関係を対象とする婚姻についてのみ保障されてい

ると解するのが相当である。 15 

 控訴人らの主張は、同性間の人的結合関係についても異性間の人的結合関係を対

象とする婚姻と同様の積極的な保護や法的利益の供与を認める法制度の創設を国会

に対して求めるものにすぎず、このような内実のものが自己決定権により基礎付け

られると解することはできない。これは、同性間の人的結合関係を婚姻に含めるこ

とが、これを志向する当事者の幸福追求に資する面があるとしても変わるものでは20 

ない。 

 (ｳ) 婚姻が異性間の人的結合関係を前提として制度化された背景には、一人の男

性と一人の女性という異性間の人的結合関係が、今後の社会を支える次世代の子を

産み育てつつ、我が国の社会を構成して支える自然的かつ基礎的な集団単位である

家族をその中心となって形成しているという社会的実態があり、当該実態に対して25 

歴史的に形成されてきた社会的な承認がある。これに対し、同性間の人的結合関係
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には自然生殖の可能性が認められないし、同性間の人的結合関係を我が国における

婚姻の在り方との関係でどのように位置付けるかは未だ社会的な議論の途上にあり、

我が国において、同性間の人的結合関係に対して異性間の人的結合関係と同視し得

るほどの社会的な承認が存在しているとはいい難い。そうすると、憲法２４条１項

は現在でもなお異性間の婚姻のみを保護の対象としていると解するのが相当である。 5 

 (ｴ) 民法が定める婚姻制度は、昭和２２年改正の前後を通じ、我が国において婚

姻が生殖と子の養育を目的とする男女の結合であるとの伝統・慣習を立法化したも

のであり、その過程で同性愛が精神疾患であるとの知見が積極的に立法に反映され

た形跡は見当たらない。したがって、同性愛を精神疾患とする知見が否定されるよ

うになったことは、現行法の合理性を左右しない。 10 

 (ｵ) 以上によれば、現行の法令が同性婚を認めていないことは、憲法２４条１項

に違反しない。 

 ウ 憲法２４条２項適合性について 

 (ｱ) 憲法２４条２項は、婚姻及び家族に関する事項について、国の伝統や国民感

情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫15 

婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定

められるべきものであるとの観点から、具体的な制度の構築を第一次的には国会の

合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の

本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の

限界を画したものである。 20 

 (ｲ) 憲法２４条２項は、婚姻が異性間の人的結合関係を対象とするものであるこ

とを前提として、これを具体化する制度の整備を立法府に要請するものであり、同

性間の人的結合関係をも対象として婚姻を認める立法措置をとることを立法府に要

請しているものではない。そして、同項にいう「個人の尊厳」の意義も、このよう

な規定の在り方に即して解釈されるべきであるところ、現行の法令が同性間の婚姻25 

を認めていないことは、上記の要請に従った立法の結果にほかならないのであるか
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ら、違憲の問題を生ずる余地はない。 

 また、憲法２４条２項の要請の範囲を超えて同性婚を可能とする立法を行うか否

かについては、国会に広範な立法裁量が認められるところ、国会が同性婚を可能と

する立法をしないことについて立法裁量の逸脱があるということはできない。 

 (ｳ) 以上によれば、現行の法令が同性婚を認めていないことは、憲法２４条２項5 

に違反しない。 

 エ 憲法１４条１項適合性について 

 (ｱ) 憲法２４条１項の定める婚姻が異性間の人的結合関係のみを対象とするもの

として民法により制度化され、同性間の人的結合関係を対象とするものとして制度

化されず、同性間で婚姻をすることができない事態が生ずることは、憲法２４条が10 

婚姻について異性間の人的結合関係のみを対象とすることを明文で定め、婚姻に係

る法制度の構築を法律に委ねていることの当然の帰結であり、憲法自体が予定し、

許容するものであるから、このような差異が生ずることをもって、現行の法令が同

性婚を認めていないことが憲法１４条１項に違反するということはできない。 

 (ｲ) 立法不作為の憲法１４条１項適合性を判断するに当たっては、当該取扱いに15 

おける区別が事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものであるかどうかについ

て、立法府に合理的な範囲の裁量判断が認められる場合、これを前提にして、その

広狭に応じ、立法目的の合理性、目的達成のための手段・方法の合理性を具体的に

検討すべきである。 

 婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々20 

の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における要因の変化についても考慮した総合

的な判断によって定められるべきであり、特に、憲法上直接保障された権利とまで

はいえない利益や実質的平等については、その内容として多様なものが考えられ、

その実現の在り方は、その時々における社会的条件、国民生活の状況、家族の在り

方等との関係において決められるべきものである。 25 
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 また、婚姻及び家族に関する事項は、法制度のパッケージとして構築されるもの

にほかならず、法制度としてその全体が有機的に関連して構築されているものであ

るから、法制度の一断片のみを取り出して検討することは相当ではない。そのため、

問題となっている事項が、夫婦や親子関係についての全体の規律の中でどのような

位置付けを有するのか、仮にその事項を変更した場合に、法制度全体にどのような5 

影響を及ぼすのかといった点を見据えた総合的な判断が必要とされるものである。

憲法２４条２項は、婚姻及び家族に関する事項の詳細については、憲法が一義的に

定めるのではなく、法律によってこれを具体化することがふさわしいとの観点から、

具体的な制度の構築を第一次的には立法府の合理的な裁量に委ねるとともに、その

立法に当たっては、同条１項を前提としつつ、個人の尊厳と両性の本質的平等に立10 

脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その立法裁量の限界を画し

たものである。そうすると、婚姻及び家族に関する事項が憲法１４条１項に違反す

るか否かについては、このような立法府に与えられた合理的な立法裁量とその限界

を検討しつつ、憲法２４条の解釈と整合的に判断する必要がある。 

 婚姻は、当事者の合意のみに基づいて成立する一身上の問題であるだけでなく、15 

我が国の社会を構成し、これを支える自然的かつ基礎的な集団単位である家族をそ

の中心となって形成しているという実態があり、当該実態に対しては、歴史的に形

成されてきた我が国の社会の承認が存在していると考えられる。このような性質の

婚姻について、いかなる人的結合関係をその対象とするかは、婚姻の在り方を形作

る核心というべきものであり、民主的なプロセスに委ねることによって判断される20 

べき事柄にほかならず、国会の合理的な裁量に委ねられていると解するのが相当で

ある。 

 (ｳ) 現行法は、一人の男性と一人の女性との間に婚姻を認めるものであり、その

文言上、婚姻の成立要件として当事者に特定の性的指向を有することを求めたり、

当事者が特定の性的指向を有することを理由に婚姻を禁じたりするものではなく、25 

その趣旨・内容や在り方自体が性的指向に応じて婚姻制度の利用の可否を定めてい



18 

 

るものではないから、性的指向について中立的な規定であるといえ、区別の事由を

性的指向に求めているものとはいえない。また、現行法の下では、男性も女性もそ

れぞれ異性と婚姻することができるのであるから、性別に基づく区別取扱いを定め

たものともいえない。多種多様な人的結合関係のうち、一人の男性と一人の女性の

人的結合関係について婚姻を認める結果として同性愛者がその性的指向に合致する5 

者と婚姻することができないという事態が生じ、同性愛者と異性愛者との間に性的

指向による差異が生じているとしても、それは性的指向につき中立的な現行法の規

定から生ずる事実上の結果ないし間接的な効果にすぎないというべきである。 

 このことに加えて、前記のとおり、憲法２４条は同性間の人的結合関係を対象と

することを想定しておらず、同性婚の相手を自由に選択する権利や、婚姻によって10 

生ずる法的効果の全部を同性婚によって享受する利益等の同性婚に係る権利利益は、

憲法上保障されたものであるとはいえないこと、同性婚を認める立法がなくとも、

同性間において婚姻類似の人的結合関係を形成、維持したり、共同生活を営んだり

することは何ら妨げられないことからすると、現行の法令が同性婚を認めていない

ことが憲法１４条１項に違反する余地があるとしても、それは、婚姻によって生ず15 

る法的効果を享受することができるか否かという点について同性愛者と異性愛者と

の間の性的指向による差異を結果として生じさせる現行法の立法目的に合理的な根

拠がなく、又はその手段・方法の具体的内容が立法目的との関連において著しく不

合理なものといわざるを得ないような場合であって、立法府に与えられた裁量の範

囲を逸脱し又は濫用するものであることが明らかである場合に限られる。 20 

 (ｴ) 婚姻は、伝統的に生殖と密接に結び付いて理解されてきており、それが異性

間のものであることが前提とされてきた。憲法及び民法の規定は、婚姻が生殖と子

の養育を目的とする男女の結合であるという我が国の伝統、慣習が制度化されたも

のである。特に、嫡出推定規定（同法７７２条）や、子が父母の氏を称する旨の規

定（同法７９０条）の存在は、異性間に認められる制度としての婚姻を特徴付ける25 

ものである。このような立法経緯及び規定内容からすると、現行法の婚姻に関する



19 

 

規定の目的は、一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るとい

う関係に対して特に法的保護を与えることにあると解するのが相当である。そして、

我が国において、一人の男性と一人の女性の人的結合関係が、今後の社会を支える

次世代の子を産み、育みつつ、我が国の社会を構成し、支える自然的かつ基礎的な

集団単位である家族をその中心となって形成しているという実態があって、当該実5 

態に対して歴史的に形成されてきた社会的な承認が存在していることに鑑みると、

このような立法目的が合理性を有することは明らかである。 

 上記の立法目的は、婚姻制度の対象として生物学的にみて生殖の可能性のある男

女の組合せとしての夫婦を抽象的・定型的に想定したものであるから、このような

目的を達成するに当たり、実際の自然生殖可能性の有無にかかわらず婚姻を認める10 

ことは、基準として何ら不合理と評価されるものではない。むしろ、パッケージと

して構築される婚姻及び家族に関する制度においては、制度を利用することができ

るか否かの基準が明確である必要があるから、実際の自然生殖可能性の有無にかか

わらず婚姻を認めることは、立法目的との関連において合理性を有するといえる。 

 これに対し、同性間の人的結合関係には自然生殖の可能性が認められないし、同15 

性間の人的結合関係に関する理解が社会一般に相当程度浸透し、同性愛者に対する

差別や偏見の解消に向けた動きが進んでいると評価することができる状況にあると

しても、同性間の人的結合関係を婚姻の在り方との関係でどのように位置付けるか

については未だ社会的な議論の途上にあり、我が国において、同性間の人的結合関

係を異性間の人的結合関係（婚姻関係）と同視し得るほどの社会的承認が存在して20 

いるとはいい難い。一方、同性婚が認められていないとしても、同性間において婚

姻類似の親密な人的結合関係を構築して維持したり、共同生活を営んだりすること

は何ら制限されるわけではないし、民法上の他の制度（契約、遺言等）を用いるこ

とによって、同性婚が認められていないことによる事実上の不利益が相当程度解消

ないし軽減される余地もある。そうすると、同性間の人的結合関係を婚姻の対象に25 
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含めないことが現行法の婚姻に関する規定の立法目的との関連において合理性を欠

くと評価することはできない。 

 (ｵ) 以上によれば、現行の法令が同性婚を認めていないことは、憲法１４条１項

に違反しない。 

 ⑵ 本件立法不作為が国家賠償法１条１項の適用上違法と評価されるか（争点⑵） 5 

（控訴人らの主張） 

 ア 法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由な

く制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかか

わらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合等

においては、国会議員の立法過程における行動が職務上の法的義務に違反したもの10 

として、例外的に、その立法不作為は、国家賠償法１条１項の適用上違法の評価を

受ける。 

 以下のとおり、現行の法令が同性婚を認めていないことが憲法１４条１項、２４

条１項、２項に違反するものであることは遅くとも平成２０年には明白になってい

たにもかかわらず、国会は、正当な理由なく長期にわたって、現行の法令では男女15 

間でのみ認められている婚姻を同性間でも可能とする立法措置をとることを懈怠し

ているから、本件立法不作為は国家賠償法１条１項の適用上違法というべきである。 

 イ ２０世紀後半、精神医学等の分野において相次いで同性愛が精神疾患に当た

るとする知見が否定された。それに引き続き、立法・行政等の分野でも、平成６年

３月、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」２条１項及び２６条（差別禁止規20 

定）の「性」には「性的指向を含む」との判断が自由権規約委員会によって示され、

主要な人権条約として初めて同性愛を人権問題と位置付けた。その後、平成１８年

に「性的指向と性自認に関する国際人権法の適用に関するジョグジャカルタ原則」

が採択されたことなどを通じ、性的指向や性自認に基づく権利利益の制約や差別は

許されないとの法規範が国際的に浸透するようになった。そして、同年までに５か25 

国において同性婚が法制化されていた。 
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 そのような中、我が国においては、平成１２年に人権教育及び人権啓発の推進に

関する法律が成立し、性的指向と性自認に基づく差別が人権侵害であるという認識

が定着していった。そして、平成２０年５月、我が国は、国際連合人権理事会の普

遍的定期審査で勧告を受け、その後も性的指向と性自認に関する人権保障に関して

複数回にわたり条約機関からの勧告等を受ける中で、国際社会に対し、性的指向と5 

性自認に基づく差別が許されないことを繰り返し表明している。 

 このような経緯に加えて、性的指向と性自認に基づく差別の解消に向けた国内外

の各種の動向等に照らせば、婚姻に関して性的指向や性自認に基づく権利利益の制

約や差別が許されないことは、どんなに遅くとも平成２０年の時点では国会にとっ

て当然に認識可能となっていたといえる。 10 

 一方、婚姻が個人の尊重に不可欠な自己決定の一内容であることは、憲法制定当

時から明らかであり、当然、国会にとっても認識可能であった。 

 したがって、現行法で同性婚ができないことが憲法１４条１項、２４条１項及び

２項に違反することは、遅くとも平成２０年には国会にとって明白になっていたと

いうべきである。 15 

 ウ そして、同性婚を可能とする立法措置をとることについて立法技術的な困難

が伴うものでもないことからすれば、遅くとも控訴人ｇがドイツで日本人女性との

婚姻を挙行した平成３０年９月の時点では、国会が正当な理由なく長期にわたって

上記立法措置を懈怠していたと評価するに足りる期間が経過していたというべきで

あるところ、国会は、現在に至るまで同性婚を可能とする立法措置を講じていない。 20 

 エ 以上によれば、本件立法不作為は、国家賠償法１条１項の適用上違法である。 

（被控訴人の主張） 

 立法不作為が国家賠償法１条１項の適用上違法と評価されるのは、法律の規定が

憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとし

て憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当25 
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な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合等の例外的な場合に限

られる。 

 しかし、現行の法令が同性婚を認めていないことは憲法１４条１項、２４条１項

又は２項に違反するものではなく、少なくともその違反が明白であるとは到底いえ

ないのであるから、本件立法不作為が国家賠償法１条１項の適用上違法と評価され5 

る余地はない。 

 ⑶ 損害の有無及び額（争点⑶） 

（控訴人らの主張） 

 本件立法不作為により、控訴人らは憲法上保障される婚姻の自由を侵害され、婚

姻に対して与えられる社会的承認に伴う心理的・社会的利益、婚姻に伴う法的及び10 

経済的な権利利益並びに事実上の利益を受けることができなかった。そればかりで

なく、控訴人らはパートナーとの婚姻をすることができなかったことにより、パー

トナーとの関係に対してそれがあたかも「社会が承認しない関係性」であるかのよ

うなスティグマを与えられ、その尊厳を深刻に傷つけられた。 

 控訴人らが受けた精神的苦痛を金銭に評価すれば、控訴人らそれぞれにつき１０15 

０万円を下らない。 

（被控訴人の主張） 

 争う。 

 ⑷ 国家賠償法６条所定の相互保証の存否（控訴人ｇ関係）（争点⑷） 

（控訴人ｇの主張） 20 

 国家賠償請求権について定めた憲法１７条及び国家賠償請求権の直接の根拠とな

る国家賠償法１条１項及び２条１項は、その文言上、請求の主体について何ら限定

を加えておらず、同法６条において初めて請求の主体が外国人である場合に「相互

の保証」を要する旨が規定されているにすぎない。このような条文の構造からする

と、相互保証については、その不存在が抗弁事実となると解するのが相当である。25 

被控訴人は相互保証の不存在について何ら主張立証をしないから、控訴人ｇは相互
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の保証が存在しないことが認められないものとして被控訴人に対して本件請求を行

うことができる。 

 また、控訴人ｇの国籍国であるドイツは、ドイツ基本法及び民法の定めにより、

公務員に故意又は過失がある場合に国又は団体が当該故意又は過失によって第三者

に生じた損害を賠償しなければならないとされている上、日本国民に対するドイツ5 

連邦共和国の責任についての告示（１９６１年９月５日）が、被害者が日本国民で

ある場合、ドイツの賠償責任について日本の立法により相互の保証があることを明

言しているのであるから、ドイツとの間では相互保証が存在している。よって、控

訴人ｇは、相互保証があるものとして、本件請求をすることができる。 

（被控訴人の主張） 10 

 国家賠償法６条の趣旨に照らすと、同条は、外国人に対しては「相互の保証」が

あることを条件として国家賠償請求権を付与したものと解されるから、外国人によ

る国家賠償請求については相互保証の存在が請求原因事実となる。したがって、相

互の保証の存在については、控訴人ｇにおいて主張立証すべきである。 

第３ 当裁判所の判断 15 

 １ 前提事実に加えて、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、次のとおりの事実

を認めることができる。 

 ⑴ 我が国における婚姻に関する法制の経緯等 

 ア 婚姻制度の成り立ち 

 古来より、人の自然な営みとして、男女が共に生活し、子をもうけて育てるとい20 

うことが行われてきたが、このような男女の結合関係を一定の要件の下に社会的に

正当なものと認め、これに一定の効果を与える社会制度として、婚姻の規律が設け

られてきた。婚姻制度において、その要件及び効果をどのように定めるかは、それ

が定められた時代、社会によって一様ではないが、概していえば、近代国家におけ

る婚姻制度は、前近代的社会における家父長的な家族共同体の支配関係から離脱し、25 

平等な意思主体間の自由な婚姻意思の合致によるものとして構成された。（甲Ａ１６、
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２１０、２１１の１４、１６～１８、２９、乙２２） 

 イ 明治民法 

 我が国においては、明治初年には婚姻に関する実体法の整備は未了であり、慣習

に委ねられていた。その後、民法典の起草作業が進められ、旧民法人事編（明治２

３年法律第９８号）に第４章「婚姻」が設けられたものの施行されるに至らず、明5 

治３１年７月に施行された民法（明治３１年法律第９号。以下「明治民法」という。）

により、法律婚としての婚姻制度が整備された。 

 明治民法は、婚姻は戸籍吏への届出により効力を生ずる旨を定めるとともに、婚

姻当事者間に婚姻意思がないときは婚姻を無効として、婚姻が当事者間の合意に基

づくものであることを明らかにした。また、重婚を禁止して、一夫一婦制を採用し10 

た。もっとも、明治民法は、「家」制度を採用し、第４編「親族」に第２章「戸主及

ヒ家族」を設けて、「戸主ノ親族ニシテ其家ニ在ル者及ヒ其配偶者」を「家族」とし、

家族が婚姻をするには戸主の同意を得ることを要する旨を定めるとともに、妻は婚

姻により夫の家に入るものとし、夫は妻の財産を管理する旨を定めていた。このよ

うに、明治民法においては、婚姻をするについての当事者の自由は制約されたもの15 

であり、また、夫の妻に対する優位が認められていた。 

 明治民法の制定当時、同性の者同士の婚姻を明示的に禁止する国もあったが、明

治民法においては、これを禁止する明文の規定は置かれなかった。もっとも、婚姻

とは男女の結合関係をいうものであることが当然の前提とされており、学説上も、

同性の者同士は婚姻をすることができないことは明らかであると解されていた。 20 

 一方、旧民法人事編の起草過程では、生殖能力を持たない男女の婚姻の可否に関

し、当時のイタリア民法にならい、子孫の生殖をし得ない「身体の不能力」を婚姻

の無効原因に加えようとする意見もあったが、そのような規定は設けられなかった。

この点に関し、起草者は、婚姻は「両心の和合」をもって性質とするものであり、

「産子の能力」は必要不可欠の条件ではないから、高齢や身体的事由により生殖能25 

力を欠くことを婚姻の障害事由とすべきではないと考えていた。明治民法において
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も、生殖能力を有することは婚姻の要件とはされず、子が無いことや生殖能力を有

しないことを婚姻の無効・取消事由又は離婚原因とする規定は設けられなかった。

明治民法下の学説は、婚姻の目的は「終生の共同生活」、「共同の生存」にあり、性

交又は子を得ることは必ずしも婚姻の目的ではないと解するものが大勢であり、生

殖能力を有しない者も婚姻をすることができると解していた。（甲Ａ１６、２１０、5 

２１１の１４、１６～１８、２６～２９、３３～３５、３８、４１、Ａ２１２、乙

４） 

 ウ 日本国憲法の制定 

 (ｱ) 昭和２０年以降、連合軍総司令部（ＧＨＱ）の下で、大日本帝国憲法の改正

作業が進められた。 10 

 大日本帝国憲法には、婚姻や家族に関する規定はなかったところ、人権条項の起

草を担当したＧＨＱ民生局職員ベアテ・シロタ・ゴードンは、人間にとって一番大

切なものは家庭（family）であり、その中で男女は平等であるとうたわなければな

らないと考え、現行の憲法２４条に対応する条文案として、いわゆるシロタ草案の

１８条を作成した。その内容は、「家族（family）は、人類社会の基礎であり、その15 

伝統は、よきにつけ悪しきにつけ、国全体に浸透する。それ故、婚姻と家族とは法

の保護を受ける。婚姻と家族とは、両性が法律的にも社会的にも平等であることは

当然であるとの考えに基礎をおき、親の強制ではなく相互の合意に基づき、かつ男

性の支配ではなく両性の協力に基づくべきことを、ここに定める。これらの原理に

反する法律は廃止され、それに代わって、配偶者の選択、財産権、相続、本拠の選20 

択、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的

平等の見地に立って定める法律が制定されるべきである。」というものであった。 

 上記のシロタ草案に基づき、昭和２１年２月に「ＧＨＱ草案」が作成され、続い

て日本政府が「３月２日案」を作成し、更にＧＨＱとの交渉を経て「３月５日案」

を作成し、同年６月に帝国議会に帝国憲法改正案を提出した。「ＧＨＱ草案」２３条25 

には「婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ」との文
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言があり、「３月５日案」２２条には「婚姻ハ男女相互ノ合意ニ基キテノミ成立シ」

との文言があった。帝国議会に提出された帝国憲法改正案は、２２条１項を「婚姻

は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本とし

て、相互の協力により、維持されなければならない。」とし、同条２項を「配偶者の

選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関する其の他の事項5 

に関しては、法律は、個人の権威と両性の本質的平等に立脚して、制定されなけれ

ばならない。」とするものであった。（甲Ａ１５６～１６１、２１１の２２、２３、

２９、Ａ２４１、乙３２） 

 (ｲ) 第９０回帝国議会において、上記帝国憲法改正案につき審議が行われた。 

 衆議院での審議において、司法大臣は、改正案２２条の趣旨について、従前、個10 

人の尊重が足りなかったことと、両性が不合理に差を付けられていたことの２点に

着眼をして、そのような封建制度の遺物的な弊害を打破することを眼目にするもの

であると説明し、婚姻につき「合意のみに基づいて」とするのは、明治民法では戸

主の同意が必要であるなど強い制限を設けていたのを排除して、両性の合意だけで

成立させようという趣意であると説明した。 15 

 このように、帝国憲法改正案の審議においては、改正案２２条の趣旨と従前の戸

主権や「家」制度との関係等について相当の議論が交わされたが、婚姻は男女間の

ものであることを前提として議論がされ、同性婚の可否等については議論に上らな

かった。 

 帝国議会における審議において、上記帝国憲法改正案２２条は２４条に改められ、20 

２項中「個人の権威」が「個人の尊厳」と修正されたほかは原案のとおりとされて、

日本国憲法が昭和２１年１１月に公布され、昭和２２年５月に施行された。（甲Ａ１

５６、１５７、１６１、２４１、乙１８） 

 エ 昭和２２年改正民法 

 (ｱ) 日本国憲法の施行に伴い、民法について、個人の尊厳と両性の本質的平等に25 

立脚する応急的措置を講ずることを目的として、「日本国憲法の施行に伴う民法の応
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急的措置に関する法律」（昭和２２年法律第７４号）が制定され、明治民法の戸主、

家族その他家に関する規定等の適用が停止された。その後、昭和２２年法律第２２

２号による民法の一部改正（以下「昭和２２年民法改正」といい、これによる改正

後の民法を「昭和２２年改正民法」という。）により、民法第４編「親族」及び第５

編「相続」の全面改正が行われ、昭和２３年１月に施行された。この改正により、5 

明治民法第４編第２章「戸主及ヒ家族」は削られ、昭和２２年改正民法には、第４

編第２章「婚姻」、第３章「親子」のほかに、「家族」に関する規定は置かれなかっ

た。 

 (ｲ) 昭和２２年民法改正の国会審議においては、その提案理由説明として、明治

民法、特にその親族編、相続編には、憲法１３条、１４条、２４条の定める基本原10 

則に抵触する幾多の規定があるので、これを改正する必要があるとされ、戸主、家

族その他家に関する規定を削除するほか、婚姻については、婚姻は両性の合意のみ

に基づいて成立すべきものとする基本原則に従い、成年者が婚姻をするについては、

父母等の同意を要しないものとし、また、両性の平等を徹底するため、妻の無能力

の制度を撤廃し、婚姻中は夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないも15 

のとし、婚姻費用は夫婦間で分担するものとし、その他従来の不平等な規定を一掃

するとの説明がされた。 

 この改正により、明治民法の規定中、憲法１３条、１４条、２４条に抵触すると

考えられた規定が削除された一方、それ以外は基本的に従前の規定が維持された。 

 昭和２２年民法改正に当たり、同性婚の可否等につき議論がされたことはうかが20 

われないが、昭和２２年改正民法の立案を担当した民法学者は、その著書（昭和３

３年刊行）において、婚姻とは、その時代の社会通念に従って婚姻と見られるよう

な関係を形成することであり、「学問を妻とする」とか、「芸術と結婚する」という

のと同様に、「同性間の婚姻」というのも婚姻の実質的要件としての婚姻意思がある

とはいえないとしており、当時の学説は、同性同士の婚姻というのはあり得ないも25 

のと解していた。 
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 一方、昭和２２年民法改正以降の学説も、婚姻の目的について、子の出生は婚姻

の本質と密接に結び付いているけれども、婚姻に不可欠の目的ではないと説明し、

婚姻の本質である夫婦の結束（固い結合）は生殖がなくとも可能であり、生殖能力

のない老人であっても婚姻を締結することができるとしていた。（甲Ａ１６、１９、

２１１の２１、２７、２８、Ａ２１４） 5 

 オ 現行の民法等 

 その後、民法の婚姻に関する規定は数次の一部改正を経ている。 

 現行の民法は、婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力

を生じ（民法７３９条１項）、婚姻をすると、夫婦は互いに同居、協力及び扶助の義

務を負うほか（同法７５２条）、婚姻費用を分担し（同法７６０条）、財産の共有推10 

定を受け（同法７６２条２項）、離婚時には財産分与を請求することができ（同法７

６８条）、配偶者の死亡時には相続人となるなど（同法８９０条）、夫婦間の財産関

係を含めた種々の法的効果が定型的に発生するものとしている。また、妻が婚姻中

に懐胎した子は夫の子と推定し（同法７７２条１項）、配偶者のある者が未成年者を

養子とするには配偶者とともにしなければならず（同法７９５条）、父母の婚姻中は15 

父母が共同して子に対する親権を行使するものとするなど（同法８１８条３項）、婚

姻と親子関係を関連付けた規定を置いている。 

 そして、税制、社会保障制度その他に係る諸法令においても、配偶者の地位にあ

ることを要件として付与される種々の法的効果が定められている。 

 カ 近時の学説の議論状況 20 

 かつては、社会通念上、婚姻とは男女間の結合関係をいうものであり、同性同士

の婚姻というのはあり得ないという考え方が支配的であったが、近時の学説には、

婚姻の意義・目的が子の生殖・養育よりも婚姻当事者間の人格的結びつきの安定化

にあることなどを根拠として、同性婚を認めることに積極的な見解も存在する。（甲

Ａ１６、３８、１６９） 25 

 ⑵ 性的指向に関する社会における認識の変遷 
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 ア 欧米諸国では、かつて、キリスト教の影響により同性愛を否定する考え方が

存在し、同性間の性行為を処罰の対象とし、また、同性愛を精神疾患として治療の

対象としていた。 

 我が国でも、明治時代には、法律上、男性同士の性行為が犯罪とされていた時期

もあった。そして、大正時代に流行した性欲学によって同性愛が「変態性欲」とし5 

て紹介され、異性愛が自然で、同性愛が病理であるとの認識が広く社会に浸透した。

第二次世界大戦後も、医学文献において、同性愛は「変態性欲」として言及され、

昭和５４年１月に当時の文部省が発行した中学校、高等学校の生徒指導のための資

料には、同性愛は健全な異性愛の発達を阻害するおそれがあるなどと記載されてい

た。（甲Ａ２４、２６、４８、３３０、３３５、３３７、乙２４） 10 

 イ アメリカ精神医学会は、１９５２年（昭和２７年）発行のＤＳⅯ－Ⅰ（精神障

害の診断・統計マニュアル第１版）及び１９６８年（昭和４３年）発行のＤＳＭ－

Ⅱ（同第２版）では、「同性愛（homosexuality）」を精神障害の一種である「性的逸

脱」の一つとしていたが、その後の研究の発展により、１９７３年（昭和４８年）

に、同性愛そのものは精神障害と扱わないことを決定し、１９８０年（昭和５５年）15 

発行のＤＳＭ－Ⅲ（同第３版）では、より限定的な「自我違和的同性愛（ego-dystonic 

homosexuality）」の記述に改められ、１９８７年（昭和６２年）発行のＤＳＭ－Ⅲ

Ｒ（同改訂版）では、「自我違和的同性愛」を精神障害とする記述も削除された。 

 また、世界保健機関（ＷＨＯ）は、ＩＣＤ－９（国際疾病分類第９版）までにお

いては、「同性愛」を精神及び行動の障害の一つに分類していたが、１９９２年（平20 

成４年）発行のＩＣＤ－１０（同第１０版）において、性的指向それ自体は障害と

はみなされないことが明記された。 

 我が国においても、かつては同性愛が治療の対象となるとの考え方があったが、

日本精神神経学会は、平成７年、ＩＣＤ－１０に準拠し、同性への性的指向それ自

体を精神障害とみなさない旨の見解を明らかにした。 25 

 現在、精神医学、心理学等の専門家の間では、同性愛それ自体は疾病・障害では
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ないという見方が一般的見解となっている。（甲Ａ１、２、２７～３０、４８、３３

５、３４３） 

 ウ 性的指向の形成に係る要因は必ずしも解明されていないが、精神医学、心理

学等の専門家の間では、性的指向は、出生前又は人生の初期に決まるものであって、

本人の選択や親の育て方によって決まるものではなく、同性愛者の中には困難を伴5 

いつつ性行動を変える者も存在するが、そのような場合でも性的指向自体が変わる

わけではなく、いかなる精神医学的療法によっても、性的指向が変わることはない

と考えられている。（甲Ａ２、７、３３５、３４５～３４７） 

 ⑶ 性的指向による差別の禁止に関する条約の内容等 

 ア 我が国は、昭和５４年に、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」（昭和10 

５４年条約第７号。以下「自由権規約」という。）を批准した。 

 国際連合の関連組織として、自由権規約に基づき自由権規約委員会が設置されて

おり、自由権規約委員会は、自由権規約の履行状況等につき、締約国に対し、意見

の表明、勧告等をすることができるものとされている。 

 自由権規約委員会は、１９９４年（平成６年）、オーストラリアのタスマニア州の15 

男性間の性行為を処罰する規定が問題となった事件において、差別禁止に関する規

定である自由権規約２条１項及び２６条の「性（sex）」という文言には「性的指向」

も含まれることを指摘し、これらの規定が性的指向に基づく差別も禁止していると

の見解を表明した。（甲Ａ３１、３２、１８７） 

 イ 国際連合は、２００８年（平成２０年）、我が国も共同提案国に加わった「性20 

的指向と性自認に関する国際連合宣言」において、性的指向や性自認にかかわらず、

人権は全ての人に平等に適用されることを求める無差別の原則を再確認すること、

全ての加盟国と関係国際人権機構に対し、性的指向や性自認にかかわらず、全ての

人の人権の促進と保護に努めるよう求めることなどを宣言した。また、同年、国際

連合の枠組みの中で、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー25 

及びインターセックス（ＬＧＢＴＩ）の人々の人権と基本的自由に対する普遍的な
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尊重を確実にすることに取り組むことを目的として、我が国を含む国際連合加盟国

による非公式の地域横断的グループである「国際連合ＬＧＢＴＩコアグループ」が

設立された。 

 国際連合人権理事会は、２０１１年（平成２３年）６月、我が国も賛成して、世

界の全ての地域において性的指向及び性自認を理由として個人に対して行われる暴5 

力と差別の全ての行為に重大な懸念を表明することなどを内容とする「人権、性的

指向及び性自認」に関する決議（A/HRC/RES/17/19）を採択した。また、国際連合

人権理事会は、２０１４年（平成２６年）１０月、我が国も賛成して、世界のあら

ゆる地域における性的指向及び性自認を理由として個人に対して行われる暴力及び

差別行為に重大な懸念を表明し、性的指向及び性自認に基づく暴力及び差別との闘10 

いにおける国際的、地域的及び国家的レベルでの前向きな動向を歓迎することなど

を内容とする「人権、性的指向及び性自認」に関する決議（A/HRC/RES/27/32）を

採択した。これを受けて、国際連合人権高等弁務官は、２０１５年（平成２７年）

５月、国際連合人権理事会に提出した「性的指向及び性自認に基づく個人に対する

差別や暴力に関する報告書」において、加盟国に対し、これらの差別に対する方策15 

の一つとして、同性カップル及びその子どもを法的に認定し、結婚したパートナー

に従来与えられてきた便益（給付、年金、課税および相続に関連するものを含む。）

が差別なく与えられることを保障することを勧告した。（甲Ａ３４、１９５～１９７、

２０４） 

 ウ 自由権規約委員会は、２００８年（平成２０年）１０月、日本政府の第５回20 

定期報告に関する総括所見において、我が国に対し、同委員会の自由権規約２６条

についての解釈に沿って、公営住宅へのアクセスなど、婚姻せずに同居している異

性カップルに付与されている便益が、婚姻せずに同居している同性カップルに対し

ても同等に付与されることを確保すべきであるとの勧告をし、２０１４年（平成２

６年）７月の第６回定期報告に関する総括所見においても同旨の勧告をした。 25 

 さらに、自由権規約委員会は、２０２２年（令和４年）１０月、日本政府の第７



32 

 

回定期報告に関する総括所見において、我が国に対し、同委員会の従前の勧告に沿

って、同性カップルが、公営住宅へのアクセス、同性婚（same-sex marriage）を含

む自由権規約に定められている全ての権利を国の全領域で享受できるようにすべき

である旨の勧告をした。（甲Ａ９５、９６、６１０） 

 ⑷ 同性間の人的結合関係に関する諸外国の立法等の状況 5 

 ア 登録パートナーシップ制度等 

 １９８９年（平成元年）、デンマークにおいて、同性間の人的結合関係を公証し、

一定の地位や法的効果を付与する制度である登録パートナーシップ制度が設けられ

た。以後、国によって呼称や具体的な制度内容は異なるものの、これと概ね同様の

制度がヨーロッパ諸国を中心に広がり、２０１１年（平成２３年）までにノルウェ10 

ー、オランダ、ドイツ、フィンランド、ルクセンブルク、ニュージーランド、英国、

オーストリア、アイルランド等で設けられた。イタリアでも、２０１６年（平成２

８年）に、同性間の人的結合関係について、相続権も含め婚姻とほぼ同等の権利義

務を付与する制度である民事的結合制度が設けられた。 

 そのほか、異性間であるか同性間であるかを問わず、共同生活を送る二者間の関15 

係に一定の法的効果を与える制度として、ベルギーの法定同棲制度や、フランスの

民事連帯協約（ＰＡＣＳ）制度が設けられた。 

 ドイツでは、２００１年（平成１３年）に生活パートナーシップ制度が設けられ

た後、その法的効果が徐々に拡大され、婚姻とほぼ同等の権利義務が付与されてい

たが、２０１７年（平成２９年）に同性婚が認められた後、既存の生活パートナー20 

シップは届出により婚姻関係に変更することができるようになり、生活パートナー

シップ制度による新規登録は停止された。（甲Ａ９８、１６９、７４１、７４２、８

２２、Ｇ８） 

 イ 同性婚 

 前記アの制度は、いずれも男女間の婚姻とは別の制度として、同性間の人的結合25 

関係に適用される制度を設けたものであるが、２００１年（平成１３年）に世界で
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初めてオランダにおいて、男女間でのみ認められてきた婚姻を同性間でも認める立

法措置がとられた。 

 その後、ベルギー、スペイン、カナダ、南アフリカ、ノルウェー、スウェーデン、

ポルトガル、アイスランド、アルゼンチン、デンマーク、ブラジル、フランス、ウ

ルグアイ、ニュージーランド、英国、ルクセンブルク、メキシコ、アイルランド、5 

コロンビア、フィンランド、マルタ、ドイツ、オーストラリア、オーストリア、台

湾、エクアドル、コスタリカ、チリ、スイス、スロベニア、キューバ、アンドラ公

国、ネパール、エストニア、ギリシャでも同性婚が認められた。 

 アメリカ合衆国においても、連邦最高裁判所が、２０１５年（平成２７年）に、

婚姻の要件を異性カップルに限り、同性婚を認めない州法の規定は、アメリカ合衆10 

国憲法のデュー・プロセス条項及び平等保護条項に違反すると判断したことにより、

同国内の全ての地域において、同性婚を制度として認めないことが許されないこと

となった。 

 現在、同性婚を認める国・地域は３７に上り、その地理的範囲は欧米のみならず、

アジア、オセアニア、アフリカにわたる。 15 

 同性婚を認める国においても、その制度内容をみると、嫡出推定の有無、養子縁

組の可否、生殖補助医療利用の可否等について、異性間の婚姻と異なる規律として

いる場合があり、また、同性婚を認めた当初は異性間の婚姻とは異なる規律として

いたのをその後同様の規律に改めている場合がある。（甲Ａ９８～１００、１６４、

１６９、６７０、７４１、７４２、８１９、８２２、Ｇ８） 20 

 ⑸ 性の多様性をめぐる我が国における社会の動き 

 ア 国の行政・立法措置 

 (ｱ) 平成１２年１２月、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成１２年

法律第１４７号）が施行され、同法７条に基づき、平成１４年３月に閣議決定され

た「人権教育・啓発に関する基本計画」において、取り組むべき人権課題の一つと25 

して「同性愛者への差別といった性的指向に係る問題」が明記され、問題状況に応
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じて、その解決に資する施策の検討を行うものとされた。（甲Ａ５７～５９） 

 (ｲ) 平成１５年７月、性別取扱い特例法が施行され、生物学的性別と心理的性別

（性自認）が一致しない状態にある者について、一定の要件の下に、戸籍上の性別

記載の変更を可能とする立法措置が講じられた。 

 なお、令和３年３月、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関5 

係に関する民法の特例に関する法律（令和２年法律第７６号）が施行されたが、性

別取扱い特例法は、性別の取扱いの変更の審判を受けた者が同審判確定後に生殖補

助医療を用いて子をもうけることを禁止していない。 

 (ｳ) 令和５年６月、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する

国民の理解の増進に関する法律（令和５年法律第６８号。以下「理解増進法」とい10 

う。）が施行された。 

 理解増進法は、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解が必ずしも十分

でない現状に鑑み、その理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念、国及び

地方公共団体の役割、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性

的指向及び性自認の多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及び性自認15 

の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とするものであり（同法１条）、上

記施策は、全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人

権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念に則り、性

的指向及び性自認を理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識

の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを20 

旨として行われなければならないことを基本理念とする（同法３条）。 

 イ 地方公共団体の対応 

 (ｱ) 平成２７年１０月に東京都渋谷区がパートナーシップ証明制度を、同年１１

月に東京都世田谷区がパートナーシップ宣誓制度を導入したのをはじめとして、全

国の地方公共団体において、一定の要件の下に、同性同士の二者間の関係について、25 

当該地方公共団体が証明書の発行又は宣誓書の受領などを行う制度（以下「パート
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ナーシップ制度」と総称する。）を導入する動きが広がっている。たとえば、東京都

世田谷区の制度は、お互いを人生のパートナーとして生活を共にしているか、これ

から共にすることを約束した同性の二人（同性カップル）が、自由な意思によるパ

ートナーシップの宣誓を区長に対して行い、その宣誓書を受け取ることにより、同

性カップルの気持ちを区が受け止めるという取組みである。 5 

 パートナーシップ制度の令和４年３月末時点での利用件数は２８３２組、同年４

月時点での導入自治体数は２０９（人口カバー率５２．１％）であったのに対し、

令和５年５月末時点での利用件数は５１７１組、同年６月時点での導入自治体数は

３２８（人口カバー率７０．９％）であった。令和６年４月時点では、導入自治体

数は４４２（人口カバー率８４．８２％）に達しており、都道府県自体又は都道府10 

県内の全自治体での導入は２７と過半数を超えている。 

 また、地方公共団体によっては、同性パートナーの子を含めたファミリーシップ

の宣誓等の制度を併せて導入している。 

 そのほか、地方公共団体によっては、犯罪、災害等による死亡者の遺族に対する

見舞金、補償金等につき同性パートナーを支給対象者に含める取組みや、同性パー15 

トナーを持つ職員に結婚休暇、出産支援休暇等の利用や扶養手当等の受給を認める

取組みなどを行っている。（甲Ａ６７、７５～９１、１１９～１３４、２６６～３０

１、３０５、３０７～３０９、３５２～３９３、４４５～５２０、５９６、６９３

～６９６、７９７、７９８） 

 (ｲ) 里親制度（児童福祉法２７条１項３号の規定に基づき、児童相談所が要保護20 

児童の養育を委託する制度）に係る現在の各都道府県の運用では、同性パートナー

と共同生活を送る者も要保護児童の養育里親となることができる扱いがとられてお

り、実際にこの制度を利用して養育里親として委託を受け、同性パートナーと共に

子育てを行う者も存在する。（甲Ａ５９８、５９９、６５１～６５５） 

 ウ 民間企業等の対応 25 

 (ｱ) 一般社団法人日本経済団体連合会は、平成２９年５月、「ダイバーシティ・イ
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ンクルージョン社会の実現に向けて」と題する提言を発表し、企業におけるＬＧＢ

Ｔへの理解の促進と差別の解消に向けて、各企業の取組状況を紹介し、考えられる

対応を提言している。 

 多数の民間企業では、休暇、手当、福利厚生等の適用において、同性パートナー

を配偶者と同等に扱っている。また、同性パートナーの子を社内制度上「子」とし5 

て扱う制度を導入した企業もある。 

 そのほか、顧客向けの対応として、住宅ローンの連帯債務者等となり得る「配偶

者」に同性パートナーを含める対応をする金融機関もある。（甲Ａ９４、３１２～３

１５、３１８、３９９、６０４、６６１～６６３、６６５～６６８） 

 (ｲ) 在日米国商工会議所は、平成３０年９月、「日本で婚姻の平等を確立すること10 

により人材の採用・維持の支援を」と題する意見書を作成し、日本政府に対して、

ＬＧＢＴのカップルにも婚姻の権利を認めることを提言した。同意見書は、現在、

多くの日本の貿易相手国において、ＬＧＢＴカップルにも婚姻の権利が付与されて

おり、日本を除くＧ７参加国においては婚姻の平等又は同性パートナーシップが認

められているので、日本は、人材の獲得に向けて競う他の多くの国と比較して、Ｌ15 

ＧＢＴカップルにとって選択肢としての魅力がないと指摘し、ＬＧＢＴカップルに

婚姻の権利を認めることにより、日本でビジネスを行う企業が、生産性を最大化す

るための職場環境の基礎的要素である、人材の採用や維持、多様な従業員の公平な

処遇において直面している障害を取り除くことができるとしている。在日オースト

ラリア・ニュージーランド商工会議所、在日英国商工会議所、在日カナダ商工会議20 

所及び在日アイルランド商工会議所も、この意見書を支持している。 

 令和６年３月１日時点で、４７２の企業・団体が、婚姻の平等（同性婚の法制化）

への賛同を表明している。（甲Ａ１１２、１３７、８０１） 

 ⑹ 婚姻に関する統計 

 厚生労働省による人口動態統計によれば、婚姻件数は、近年減少傾向にあるが、25 

戦後最少となった令和３年においても、なお約５１万件に上る。 
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 一方、総務省の国勢調査によれば、昭和５５年時点では全世帯の６割以上を「夫

婦と子供（４２．１％）」と「３世代等（１９．９％）」の家族が占めていたが、

令和２年時点では「夫婦と子供」の世帯割合は２５．０％に、「３世代等」の世帯

割合は７．７％に低下し、子のいる世帯が大きく減少している。（甲Ａ５９３） 

 ⑺ 婚姻に関する意識調査 5 

 ア 内閣府の平成１７年版国民生活白書によれば、①厚生労働省「少子化に関す

る意識調査」（平成１６年。対象は２０～４９歳の男女）では、結婚の良い点・メリ

ットについて、「家族や子どもを持てる」との回答が既婚者で６３．５％、未婚者で

５８．２％、「精神的な安定が得られる」との回答が既婚者で６１．９％、未婚者で

５４．３％、「好きな人と一緒にいられる」との回答が既婚者で５８．０％、未婚者10 

で５７．７％であり、②内閣府「国民生活に関する世論調査」（平成１６年。対象は

２０歳以上の有配偶者及び未婚者）では、家庭はどのような意味を持つと感じてい

るかについて、「家族の団らんの場」との回答が有配偶者で６３．８％、未婚者で５

４．９％、「休息・やすらぎの場」との回答が有配偶者で５７．３％、未婚者で５５．

４％、「家族の絆を強める場」との回答が有配偶者で５０．６％、未婚者で３７．６％、15 

「夫婦の愛情をはぐくむ場」との回答が有配偶者で３０．９％、未婚者で１９．８％、

「子どもを生み、育てる場」との回答が有配偶者で２７．０％、未婚者で１９．５％

であった。（甲Ａ２１１の５４） 

 イ 内閣府が平成２２年から平成２３年にかけて実施した結婚・家族形成に関す

る調査では、①既婚者を対象に、結婚した理由を尋ねたところ、「好きな人と一緒に20 

いたかった」との回答が６１．０％、「家族を持ちたかった」との回答が４４．２％、

「適齢期だと思った」との回答が３５．８％、「子どもが欲しかった」との回答が３

２．５％であり、②将来結婚したいと回答した未婚者を対象に、結婚したい理由を

尋ねたところ、「好きな人と一緒にいたい」との回答が６１．０％、「家族を持ちた

い」との回答が５９．２％、「子どもが欲しい」との回答が５７．１％であった。 25 

 内閣府が平成２６年から平成２７年にかけて実施した結婚・家族形成に関する意
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識調査（対象は全国の２０～３９歳の男女）では、将来結婚したいと回答した未婚

者を対象に、結婚したい理由を尋ねたところ、「家族を持ちたい」、「子どもが欲しい」

との回答がいずれも７０．０％、「好きな人と一緒にいたい」との回答が６８．９％

であった。（甲Ａ２１１の５５） 

 ウ 国立社会保障・人口問題研究所が平成２７年に実施した第１５回出生動向基5 

本調査（対象は１８～３４歳の未婚者）では、「いずれ結婚するつもり」との回答が

男性で８５．７％、女性で８９．３％、「結婚に利点がある」との回答が男性で６４．

３％、女性で７７．８％であり、結婚の利点については、「自分の子どもや家族をも

てる」との回答が男性で３５．８％、女性で４９．８％、「精神的安らぎの場が得ら

れる」との回答が男性で３１．１％、女性で２８．１％であった。 10 

 国立社会保障・人口問題研究所が令和３年に実施した第１６回出生動向基本調査

（対象は１８～３４歳の未婚者）では、「いずれ結婚するつもり」との回答が男性で

８１．４％、女性で８４．３％であり、結婚の利点については、「自分の子どもや家

族をもてる」との回答が男性で３１．１％、女性で３９．４％、「精神的安らぎの場

が得られる」との回答が男性で３３．８％、女性で２５．３％であった。（甲Ａ２１15 

１の５２、Ａ５４４、５６１、８１２） 

 エ ＮＨＫが平成３０年に実施した全国調査（対象は１６歳以上の者）では、「結

婚しても、必ずしも子どもをもたなくてよい」との回答が６０％であり、「結婚した

ら、子どもをもつのが当たり前だ」との回答が３３％であった。（甲Ａ２１１の５０） 

 オ 国立社会保障・人口問題研究所が平成３０年に実施した第６回全国家庭動向20 

調査（対象は配偶者のいる女性）では、夫婦は子どもを持ってはじめて社会的に認

められるかについて、「まったく賛成」又は「どちらかといえば賛成」との回答が２

４．７％、「まったく反対」又は「どちらかといえば反対」との回答が７５．４％で

あった。（甲Ａ２１１の５１） 

 ⑻ 同性婚等に関する意識調査 25 

 ア 日本世論調査会が平成２６年に実施した調査では、同性婚を法的に認めるこ



39 

 

とについて、「賛成」又は「どちらかといえば賛成」との回答が４２．３％、「反対」

又は「どちらかといえば反対」との回答が５２．４％であった。（甲Ａ１０４） 

 イ 広島修道大学の河口和也教授を研究代表者とするグループが平成２７年に実

施した全国調査（対象は２０～７９歳の男女）では、同性同士の結婚を法で認める

ことについて、「賛成」又は「やや賛成」との回答が５１．２％、「反対」又は「や5 

や反対」との回答が４１．３％であった。 

 同グループが令和元年に実施した同様の調査では、「賛成」又は「やや賛成」との

回答が６４．８％、「反対」又は「やや反対」との回答が３０．０％であった（甲Ａ

１０４、４２９） 

 ウ 毎日新聞社が平成２７年に実施した全国調査では、同性婚について、賛成が10 

４４％、反対が３９％であった。（甲Ａ１０４、１０５） 

 エ ＮＨＫが平成２９年に実施した全国調査（対象は１８歳以上の者）では、男

性同士、女性同士が結婚することを認めるべきかについて、「そう思う」との回答が

５０．９％、「そうは思わない」との回答が４０．７％であった。（甲Ａ１０６） 

 オ 朝日新聞社が平成２９年に実施した全国世論調査では、同性婚を法律で認め15 

るべきかについて、「認めるべきだ」との回答が４９％、「認めるべきではない」と

の回答が３９％であった。（甲Ａ１０８、１０９） 

 カ 株式会社電通が平成３０年に実施した調査（対象者は２０～５９歳）では、

同性婚の合法化について、「賛成」又は「どちらかというと賛成」との回答が７８．

４％であった。（甲Ａ１１０） 20 

 キ 国立社会保障・人口問題研究所が平成３０年に実施した第６回全国家庭動向

調査（対象は配偶者のいる女性）では、①男性同士や女性同士の結婚（同性婚）を

法律で認めるべきかについて、「まったく賛成」又は「どちらかといえば賛成」との

回答が６９．５％、「まったく反対」又は「どちらかといえば反対」との回答が３０．

５％、②男性同士や女性同士のカップルにも何らかの法的保障が認められるべきか25 

について、「まったく賛成」又は「どちらかといえば賛成」との回答が７５．１％、
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「まったく反対」又は「どちらかといえば反対」との回答が２５．０％であった。 

 国立社会保障・人口問題研究所が令和４年に行った第７回全国家庭動向調査（対

象は配偶者のいる女性）では、男性同士や女性同士の結婚（同性婚）を法律で認め

るべきかについて、賛成の割合が７５．６％に上昇した。（甲Ａ１４９、１６６、６

９２） 5 

 ク 朝日新聞社と東京大学谷口将紀研究室が令和２年に実施した共同調査では、

同性婚について、「賛成」又は「どちらかと言えば賛成」との回答が４６％、「どち

らとも言えない」との回答が３１％、「反対」又は「どちらかと言えば反対」との回

答が２３％であった。（甲Ａ２２４） 

 ケ 朝日新聞社が令和３年に実施した全国世論調査では、同性婚を法律で認める10 

べきかについて、「認めるべきだ」との回答が６５％、「認めるべきではない」との

回答が２２％であった。（甲Ａ５８８） 

 コ 朝日新聞社が令和５年２月に実施した全国世論調査では、同性婚を法律で認

めるべきかについて、「認めるべきだ」との回答が７２％、「認めるべきでない」と

の回答が１８％であった。（甲Ａ５８７） 15 

 サ 共同通信社が令和５年２月に実施した世論調査では、同性婚を認める方がよ

いとの回答が６４．０％、認めない方がよいとの回答が２４．９％であった。（甲Ａ

６０７） 

 シ 産経新聞社とＦＮＮ（フジニュースネットワーク）が令和５年２月に実施し

た合同世論調査では、同性婚を法律で認めるべきかについて、賛成との回答が自由20 

民主党支持層で６０．３％、立憲民主党支持層で７４．０％、無党派層で７６．３％

であり、反対との回答が自由民主党支持層で２９．３％、立憲民主党支持層で２０．

５％、無党派層で１３．５％であった。（甲Ａ５６０） 

 ス ＮＨＫが令和５年２月に実施した世論調査では、同性婚を法律で認めること

について、賛成が５４％、反対が２９％であった。（甲Ａ６８６） 25 

 セ 日本経済新聞社が令和５年２月に実施した世論調査では、同性婚を法的に認



41 

 

めることについて、賛成が６５％、反対が２４％であった。（甲Ａ６８８） 

 ソ ＪＮＮが令和５年５月に実施した世論調査では、同性婚を法的に認めること

について、賛成が６３％、反対が２４％であった（甲Ａ６８９）。 

 タ 共同通信社が令和５年５月に実施した世論調査では、同性婚は認める方がよ

いとの回答が７１％、認めない方がよいとの回答が２６％であった。（甲Ａ６９１） 5 

 チ ＮＨＫが令和５年５月に実施した世論調査では、同性婚が認められるべきと

思うかについて、「法的に認められるべきだと思う」との回答が４４％、「どちらと

もいえない」との回答が３７％、「法的に認められるべきではないと思う」との回答

が１５％であった。（甲Ａ６９０） 

 ⑼ 性的少数者の実情等に関する調査 10 

 ア アメリカ合衆国で２００９年（平成２１年）に行われた疫学調査では、自分

をレズビアン、ゲイ又はバイセクシュアルとみなしている人の割合は、男性では６．

８％、女性では４．５％であった。 

 また、アメリカ合衆国のカルフォルニア大学で２０１１年（平成２３年）に実施

された研究の結果によれば、アメリカ合衆国では３．５％の人が自分をレズビアン、15 

ゲイ、バイセクシュアルのいずれかであると認識していると推計された。（甲Ａ８、

３３５） 

 イ 名古屋市が平成３０年に実施した「性的少数者（セクシュアル・マイノリテ

ィ）など性別にかかわる市民意識調査」（対象は名古屋市内に居住する満１８歳以上

の者）では、自身が性的少数者の当事者であるかについて、「はい（性的少数者であ20 

る）」との回答が全体で１．６％であった。ただし、若年層では同回答の割合が高く、

１８歳ないし２９歳の男性で４．２％、女性で８．０％、３０歳ないし３９歳の男

性で２．６％、女性で２．４％であった。（甲Ａ９） 

 ウ 国立社会保障・人口問題研究所の釜野さおりらが令和５年に実施した調査（対

象は日本に居住する１８～６９歳）では、回答者の３．５％が「ゲイ・レズビアン」、25 

「バイセクシュアル」、「アセクシュアル」、「トランスジェンダー」のいずれかに該
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当するという結果であった。また、同調査では、子どもを持ちたい人の割合が、回

答者の全体では２３．４％であったのに対し、回答者のうち「同性愛者、両性愛者」

では３８．６％であった。（甲Ａ７９０） 

 エ 一般社団法人こどまっぷが、令和３年にインターネット上で実施したアンケ

ート調査（対象は性的少数者で出産・子育てを考えている人）では、分析対象者数5 

５３４人のうち、「現在付き合っている（あるいは婚姻関係にある）恋人やパートナ

ーがいる」と回答した者が８０％（４２８人）であり、そのうち、「実際に子育てし

ている／していた」と回答した者は３３％（１４１人）、「自治体によるパートナー

シップ制度など（婚姻、養子縁組や海外での婚姻も含む）を利用している」と回答

した者は２９％（１２３人）であった。（甲Ａ７９０） 10 

 オ ＮＨＫが平成２７年に実施した「ＬＧＢＴ当事者アンケート調査～２６００

人の声から～」では、自分が住む自治体でパートナーシップ制度が始まったら申請

してみたいかについて、「申請したい」又は「パートナーができたら申請したい」と

の回答が８２．４％であり、申請したい理由については、「医療を受ける際、家族と

同等の扱いを受けたい」との理由が最も多く、「法律上、家族として認めてほしいの15 

でその第一歩として」も半数以上であった。また、同性婚について、「同性間の結婚

を認める法律を作って欲しい」との回答が６５．４％、「結婚ではなくパートナー関

係の登録制度を国が作ってほしい」との回答が２５．３％、「現状のままで良い」と

の回答が２．９％であった。（甲Ａ１０３） 

 カ ライフネット生命保険株式会社が宝塚大学の日高庸晴教授に委託して令和４20 

年に実施した調査（対象は性的少数者１万０４４９人）では、「同性婚を法律で認め

てほしい」との回答が全体で６８．６％、地方公共団体のパートナーシップ制度を

既に利用している人では９１．５％であった。同性婚を認めてほしい理由で多いの

は、「社会保障や税制上の不利益の解消のため」、「平等な社会の実現のため」、「診療

場面で家族と認めてもらうため」であった。（甲Ａ７９５） 25 

 ⑽ 控訴人らの生活状況等 
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 ア 控訴人ａと控訴人ｂは、共に同性愛者の女性であり、平成４年頃から交際を

始め、平成６年頃から同居し、家事や生活費を分担して共同生活を続けている。控

訴人ａと控訴人ｂは、平成３０年９月、地方公共団体のパートナーシップ制度を利

用して、パートナーシップの宣誓を行ったが、平成３１年１月、婚姻届を提出した

ものの、受理されなかった。 5 

 控訴人ｂは、体調不良となって医師から入院を勧められた際、控訴人ａが同性パ

ートナーであることを説明したり、同性パートナーが保証人になれるか問い合わせ

たりすることを負担に感じ、入院をしなかったことがあった。また、控訴人ｂは、

控訴人ａの母が死亡した際、勤務先で忌引休暇を取得することができなかった。（甲

Ｃ１、２、５～１０、控訴人ａ、控訴人ｂ） 10 

 イ 控訴人ｃと控訴人ｄは、共に同性愛者の女性であり、控訴人ｃは以前に男性

と婚姻して１子をもうけ、控訴人ｄは以前に男性と婚姻して２子をもうけたが、い

ずれも配偶者と離婚した後、平成１８年６月頃から交際し、同居するようになった。

控訴人ｃと控訴人ｄは、それぞれの子ら３人と共に５人で同居し、子育てを共に行

い、家事を分担して共同生活を続けている。控訴人ｃと控訴人ｄは、平成２２年５15 

月頃に、両親や友人を招いて結婚式を行い、平成２７年１１月、地方公共団体のパ

ートナーシップ制度を利用して、パートナーシップの宣誓を行ったが、平成３１年

２月に婚姻届を提出したものの、受理されなかった。 

 控訴人ｃは、控訴人ｄの子の入院に関する手続を要した際に、仕事に出ていた控

訴人ｄに頼まれて病院に赴き、病院側に対して同性パートナーであることを説明し20 

て手続をしようとしたが、病院側から難色を示され、控訴人ｄの離婚した夫でもよ

いから血縁の人を連れてきてほしいと要請されたことがあった。また、控訴人ｃは、

控訴人ｄが病気療養により減収した際に、健康保険や税控除において控訴人ｄを被

扶養者とする扱いを受けることができなかった。（甲Ｄ１～８、控訴人ｃ、控訴人ｄ） 

 ウ 控訴人ｅと控訴人ｆは、共に同性愛者の男性であり、平成２４年頃に知り合25 

って交際するようになり、平成２８年３月頃から同居して共同生活を続けているが、
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平成３１年２月に婚姻届を提出したものの、受理されなかった。 

 控訴人ｅは、相当年上である自身が先に亡くなったときに、控訴人ｆに遺産を相

続させることはできないことを案じている。（甲Ｅ１～３、７、控訴人ｅ、控訴人ｆ） 

 エ 控訴人ｇは、ドイツ国籍の同性愛者の女性であり、ドイツに居住していた２

０１１年（平成２３年）頃に同性愛者の日本人女性と知り合って同居するようにな5 

り、２０１３年（平成２５年）２月頃に同女と共に来日して共同生活を続け、２０

１６年（平成２８年）８月、ドイツに帰省した際に、同女とドイツにおける生活パ

ートナーシップ制度に基づく生活パートナーの登録をし、ドイツにおいて同性婚が

認められた後である２０１８年（平成３０年）９月、同女との生活パートナーシッ

プを婚姻関係に変更する手続を経て、ドイツ法の定めるところにより同女との婚姻10 

が成立したが、２０１９年（平成３１年）１月に日本国内で同女との婚姻届を提出

したものの受理されず、日本人の配偶者としての在留資格を得ることができなかっ

た。その後、控訴人ｇは、同女との共同生活を解消し、２０２０年（令和２年）頃

にドイツに帰国した。（甲Ｇ１～３、６、１０） 

 ２ 争点⑴（現行の法令が同性婚を認めていないことの憲法適合性）について 15 

 ⑴ 婚姻制度の目的・意義 

 ア 婚姻は、当事者間の親密な人的結合関係を一定の要件の下に社会的に正当な

ものと認め、これに一定の効果を与える制度であり、歴史的にみると、男女が共に

生活し、子をもうけて育てるという人の自然な営みの存在を基礎として設けられて

きた制度であるという点で通ずるところはあるものの、時代、社会によってその制20 

度内容は一様ではなく、具体的にどのような人的結合をもって婚姻と認めるかは前

国家的な規範として一義的に定まるものではない。我が国においては、明治民法に

より法律婚としての婚姻制度が整備され、日本国憲法の制定を受けて、昭和２２年

民法改正により、明治民法の規定のうち憲法１３条、１４条、２４条の定める基本

原則に抵触すると考えられた部分が改められて、現行の婚姻制度の骨格が定まった25 

ものである。 



45 

 

 イ 現行の婚姻制度は、一対の男女がその自由意思により婚姻の届出をすること

により、配偶者としての法的な身分関係が形成され（民法７３９条）、戸籍によりそ

の身分関係が公証されるとともに（戸籍法７４条）、婚姻により当然に生ずる効果と

して、夫婦間の同居協力扶助義務（民法７５２条）、財産の共有推定（同法７６２条）

といった夫婦間における法的効果にとどまらず、配偶者の相続権（同法８９０条）5 

や子の嫡出推定（同法７７２条）、夫婦の共同親権（同法８１８条）といった他の親

族との関係や親子関係にも関わる種々の法的効果を付与されることを内容とする。

民法第４編「親族」第２章「婚姻」の規律は、第３章「親子」、第４章「親権」及び

第５編「相続」の規律と有機的に関連付けられ、家族に関する現行法体系の一環を

成している。 10 

もっとも、我が国では、明治時代における民法典の起草過程において、子孫の生

殖能力を欠くことを婚姻の無効原因とすべきという意見もあった中で、これを婚姻

の障害事由としないという結論が採られ、明治民法においても、昭和２２年民法改

正以降においても、生殖能力を有することや子をもうける意思があることは婚姻の

要件とされず、生殖能力を有しないことや子の無いことが婚姻の無効・取消事由又15 

は離婚原因とされることもなかったのであり、学説上も、婚姻の目的は「両心の和

合」、「終生の共同生活」、「共同の生存」にあり、子を得ることは必ずしも婚姻の目

的ではないとする見解が大勢を占めてきたものである。 

 民法は、男女が婚姻をして共に生活すると、夫婦間に子が生まれ、夫婦と親子か

ら成る家族が形成されることを一般的に想定して、婚姻と親子を密接に結び付けた20 

規律をしているが、この一般的な想定の全体に当てはまるものだけを社会的に正当

な家族の在り方と認めて規律の適用対象としているわけではない。上記のとおり、

婚姻の制度設計上、婚姻当事者の自由意思による合意が要件とされる一方、子の生

殖の能力や意思があることは要件とされず、婚姻の目的について、子の生殖よりも、

婚姻当事者間の永続的な人的結合を重視した理解がされてきたことに鑑みると、我25 

が国の婚姻制度は、婚姻当事者間の人的結合関係自体に社会共同体の基礎を成す構



46 

 

成単位としての意義を認め、これを法的な身分関係として制度化し、法的保護を与

えてきたものであるといえる。 

 ウ 近時の婚姻に関する意識調査の結果（前記１⑺）をみると、若年層の未婚者

の大半がいずれ婚姻をするつもりで、婚姻に利点があると考えており、また、過半

数の者が婚姻をしても必ずしも子を持たなくてよいと考え、既婚者・未婚者とも、5 

婚姻の利点や理由として、子を持てることと同程度に、好きな人と一緒にいられる

ことや、精神的な安定が得られることを重視しているのであり、国民の意識として

も、一般に、性愛の対象とする相手を人生の伴侶と定めてその関係に社会的公認を

受け、安定的に生活を共にすることに婚姻の意義の多くを見出しているのが実情で

あると認められる。 10 

 そして、婚姻に関する統計（前記１⑹）や上記の意識調査の結果からもうかがわ

れるとおり、近年、我が国における家族の在り方やこれに関する国民の意識の多様

化が進んでいるものの、婚姻件数は令和３年においても年間約５１万件に上り、国

民の中にはなお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透しているとみられるから、婚姻

には、互いに配偶者としての法的身分関係を形成して、それにより民法その他諸法15 

令に定められた法的効果を享受することができることのみならず、居住、就労、療

養その他の社会生活上の様々な場面において、配偶者として公認された者と扱われ

ること自体により、共同生活の安定と人生の充実を得ることができるという意義が

あると考えられる。 

 そうすると、婚姻をすることで、自らの自由意思により人生の伴侶と定めた相手20 

との永続的な人的結合関係について配偶者としての法的身分関係の形成ができるこ

とは、安定的で充実した社会生活を送る基盤を成すものであり、個人の人格的存在

と結び付いた重要な法的利益として十分に尊重されるべきものである。 

 ⑵ 憲法２４条の趣旨 

 ア 前記のとおりの日本国憲法の制定経緯（前記１⑴ウ）によれば、憲法２４条25 

は、婚姻及び家族に関する明治民法の規律が、個人の尊重に欠け、男女間の不平等
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が顕著なものであったことから、封建的な規律を撤廃して、個人の尊重（憲法１３

条）と法の下の平等（憲法１４条）という基本原則に立脚した制度が制定されなけ

ればならないことを明らかにする趣旨で設けられたものであり、婚姻については、

戸主の同意権のような制限を排除して、婚姻当事者の自由意思の尊重と婚姻当事者

間の平等を保障することに眼目があったものと認められる。 5 

 イ 憲法２４条１項は、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同

等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならな

い。」と規定し、同条２項は、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並

びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の

本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定する。 10 

 これは、上記の見地から、憲法２４条１項において、婚姻をするかどうか、いつ

誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべ

きである趣旨を明らかにするとともに、同条２項において、婚姻及び家族に関する

事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、

それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な15 

判断を行うことによって定められるべきものであるから、その内容の詳細について

は、憲法が一義的に定めるのではなく、法律によってこれを具体化することがふさ

わしいものと考えられることに鑑み、婚姻及び家族に関する事項について、具体的

な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねつつ、その立法に当た

っては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示20 

すことによって、その裁量の限界を画したものであると解される。そして、憲法２

４条が、本質的には様々な要素を検討して行われるべき立法作用に対してあえて立

法上の要請、指針を明示していることからすると、その要請、指針は、単に、憲法

上の権利として保障される人格権を不当に侵害するものでなければそれで足りると

いうものではなく、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊25 

重すべきこと等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものであり、この点
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でも立法裁量に限定的な指針を与えるものといえる（最高裁平成２５年（オ）第１

０７９号同２７年１２月１６日大法廷判決・民集６９巻８号２４２７頁、最高裁平

成２６年（オ）第１０２３号同２７年１２月１６日大法廷判決・民集６９巻８号２

５８６頁参照）。 

 ウ 憲法２４条は、婚姻当事者を意味するものとして、「両性」、「夫婦」という5 

文言を用いている。その文言自体の意味に加えて、その起草過程においては「男女

両性」、「男女相互」という文言も用いられていたところが最終的に「両性」とされ

たことや、制定時の帝国議会における審議においても婚姻とは男女間のものをいう

ことを前提として議論がされていたことを併せ考慮すると、日本国憲法の制定時に

は、憲法２４条の「婚姻」とは男女間の人的結合関係をいうものとして、上記のと10 

おり規定されたものと解される。 

 もっとも、上記のとおり、憲法２４条は、婚姻及び家族に関する事項について、

封建的な規律を撤廃して、個人の尊重（憲法１３条）と法の下の平等（憲法１４条）

という基本原則に立脚した制度が制定されなければならないことを明らかにし、婚

姻については、戸主の同意権のような制限を排除して、婚姻当事者の自由意思の尊15 

重と婚姻当事者間の平等を保障する趣旨で設けられたものであり、日本国憲法の制

定時の審議過程においても、これを受けた昭和２２年民法改正の審議過程において

も、当時の社会通念に従い、婚姻とは男女間の人的結合関係をいうものであること

を当然の前提として議論がされたにとどまり、同性婚の可否等については議論に上

ることがなかったものである（前記１⑴）。 20 

 そうすると、「両性」、「夫婦」という文言を用いる憲法２４条の規定をもって、性

愛の対象とする相手を人生の伴侶と定めて共同生活を営むという永続的な人的結合

関係が、性的指向によっては、同性間で成立し得ることを想定した上で、男女間の

人的結合関係のみを法的な保護の対象とし、同性間の人的結合関係には同様の法的

保護を与えないことを憲法自体が予定し、許容する趣旨であると解することはでき25 

ず、憲法２４条の規定があることを根拠として、男女間の婚姻のみを認め、同性婚
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は認めないことにつき、憲法１４条１項違反の問題が生じ得ないということはでき

ない。 

 ⑶ 性的指向による区別の存在 

 ア 我が国では、かつては、異性愛が自然で、同性愛は病理であるとの認識が広

く社会に浸透しており、そのような時代背景の下で、社会通念上、性愛の対象とす5 

る相手を人生の伴侶と定めて共同生活を営むというような関係は男女の間で形成さ

れるものであって、同性間に同様の関係が成り立つことはあり得ないと考えられて

いたものである（前記１⑴、⑵）。 

 日本国憲法の制定時には、このような社会通念に従い、「婚姻」とは男女間の人

的結合関係をいうものとして、憲法２４条に上記のとおり規定されたものと解され10 

る（前記⑵）。 

 イ しかし、その後の精神医学、心理学等における研究の発展により、現在では、

同性愛それ自体は疾病・障害ではなく、性的指向は、出生前又は人生の初期に決ま

るものであって、本人の意思で選択や変更をすることはできないことが明らかにな

っている（前記１⑵）。 15 

 そして、このような知見を踏まえて、現在では、性的指向による差別が許されな

いものであり、全ての人の人権が性的指向にかかわらず平等に尊重されるべきであ

ることは、我が国を含む国際連合加盟国の間で広く共有される認識となっている。

我が国においても、「人権教育・啓発に関する基本計画」や理解増進法において、性

的指向による差別の問題は国として取り組むべき人権課題であり、国の施策は、全20 

ての国民がその性的指向にかかわらず等しく基本的人権を享有する個人として尊重

されるものであるとの理念に則り行われるべきであることが明確にされている（前

記１⑶、⑸）。 

 ウ 性的指向が同性に向く者（同性愛者等）においては、性愛の対象とする相手

を人生の伴侶と定めて共同生活を営むという関係が同性間で形成されることになる。25 

自らの性的指向に基づき同性の者との間でこのような永続的な人的結合関係を形成
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し、その関係に社会的公認を受けることを望む者は、社会全体でみれば少数に属す

るものの、現に存在する。控訴人らも、これを望む者であり、それぞれ同性の交際

相手を得て、お互いを人生の伴侶とすることを望み、家事や生活費を分担し、子が

ある控訴人ｃと控訴人ｄにおいてはお互いの子を共同して養育するなど、その実態

において、婚姻関係にある夫婦と異なるところのない共同生活を営んできたもので5 

ある（前記１⑼、⑽）。 

 このような同性間の関係においても、自らの自由意思により人生の伴侶と定めた

相手との永続的な人的結合関係について配偶者としての法的身分関係の形成ができ

ることは、安定的で充実した社会生活を送る基盤を成すもので、個人の人格的存在

と結び付いた重要な法的利益であることに変わりがなく、男女間の関係におけるの10 

と同様に十分に尊重されるべきものであるといえる。 

 エ 民法、戸籍法その他の現行の法令には、当事者が特定の性的指向を有するこ

とを婚姻成立の要件としたり、当事者が特定の性的指向を有することを理由として

婚姻を禁止したりする規定はないが、民法及び戸籍法において、婚姻は男女間のも

のとして規定されており、同性間の人的結合関係については、婚姻の届出に関する15 

民法７３９条に相当する配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定は設けられ

ていない。そのため、性的指向が同性に向く者においては、婚姻をしないか、自ら

の性的指向に反して異性の者を配偶者として婚姻をするかのいずれかを選択するし

かない。したがって、性的指向が異性に向く者は、自らの自由意思により人生の伴

侶と定めた相手との永続的な人的結合関係について、婚姻により配偶者としての法20 

的身分関係の形成ができるのに対し、性的指向が同性に向く者は、これができない

という区別（以下「本件区別」という。）が生じているといえる。 

 上記のとおり、現行の法令が同性間の人的結合関係については配偶者としての法

的身分関係の形成に係る規定を設けていないことにより、性的指向という本人の意

思で選択や変更をすることができない属性によって、個人の人格的存在と結び付い25 

た重要な法的利益の享受の可否につき、本件区別が生じている。そして、婚姻をす
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ることで、配偶者としての法的身分関係が形成されると、それにより当然に生ずる

民法その他諸法令に定められた法的効果を享受することができることのみならず、

居住、就労、療養その他の社会生活上の様々な場面において、配偶者として公認さ

れた者と扱われること自体により、共同生活の安定と人生の充実を得ることができ

ることに照らすと、本件区別によって性的指向が同性に向く者に生ずる不利益は重5 

大なものである。 

 ⑷ 本件区別の憲法適合性の判断枠組み 

 憲法１４条１項は、国民に対し法の下の平等を保障した規定であって、同項後段

列挙の事項は例示的なものであり、この平等の要請は、事柄の性質に応じた合理的

な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いをすることを禁止する趣旨と10 

解すべきである（最高裁昭和３７年（オ）第１４７２号同３９年５月２７日大法廷

判決・民集１８巻４号６７６頁、最高裁昭和４５年（あ）第１３１０号同４８年４

月４日大法廷判決・刑集２７巻３号２６５頁等参照）。 

 そして、前記⑵のとおり、憲法２４条２項は、婚姻及び家族に関する事項は、国

の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの15 

時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行う

ことによって定められるべきものであるから、その内容の詳細については、憲法が

一義的に定めるのではなく、法律によってこれを具体化することがふさわしいもの

と考えられることに鑑み、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構

築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねつつ、その立法に当たっては、個20 

人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによ

って、その裁量の限界を画するとともに、憲法上直接保障された権利とまではいえ

ない人格的利益をも尊重すべきこと等についても十分に配慮した法律の制定を求め

る点でも立法裁量に限定的な指針を与えている。 

 そうすると、国会に与えられた上記のような裁量権を考慮しても、本件区別をす25 

ることに合理的な根拠が認められない場合には、本件区別は、憲法１４条１項に違
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反するというべきであり、その場合には、国会に与えられた立法裁量の範囲を超え

るものとして、憲法２４条２項にも違反するというべきである。 

 ⑸ 本件区別の合理的根拠の有無 

 ア 婚姻制度は、歴史的にみれば、男女が共に生活し、子をもうけて育てるとい

う人の自然な営みの存在を基礎として設けられてきたものであり、民法は、男女が5 

婚姻をして共に生活すると、夫婦間に子が生まれ、夫婦と親子から成る家族が形成

されることを一般的に想定して、婚姻と親子を密接に結び付けた規律をし、これが

家族に関する現行法体系の一環を成している。このような歴史的背景及びこれを踏

まえて構築された現行法体系の下で、婚姻した夫婦による子の生殖と養育が社会の

次世代の構成員の確保につながる重要な社会的機能を果たしてきたことは否定し難10 

い。 

 これに対し、同性間では、男女間と異なり、共に生活していても、その間に自然

生殖により子が生まれるということはない。しかし、我が国の婚姻制度においては、

元来、婚姻当事者間の合意を婚姻の要件とする一方、子の生殖の能力や意思がある

ことは婚姻の要件とせず、婚姻当事者間の永続的な人的結合関係自体に社会共同体15 

の基礎を成す構成単位としての意義を認めて法的保護を与えてきたものであって、

子の生殖は婚姻の不可欠の目的ではないと位置付けられてきたのであるから、同性

間の人的結合関係には自然生殖の可能性がないからといって、そのことから直ちに

同様の法的保護が妥当しないとはいえない。性的指向が同性に向く者にとっても、

自らの自由意思により人生の伴侶と定めた相手との永続的な人的結合関係について20 

配偶者としての法的身分関係の形成ができることが、安定的で充実した社会生活を

送る基盤を成すもので、個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益であること

には変わりがなく、その利益は十分に尊重されるべきものであることは、前記のと

おりである。 

 そして、現行法が男女間の婚姻に法的保護を与えているのに加えて、新たに同性25 

間の人的結合関係にも同様の法的保護を与えたとしても、そのことにより、男女間
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の婚姻に与えられてきた法的保護は何ら減ずるものではなく、婚姻制度がこれまで

果たしてきた次世代の構成員の確保につながる社会的機能を今後も引き続き果たし

ていくことに支障を来すとは考えられない。 

 また、現在でも、婚姻した夫婦間における子の養育は、夫婦間の自然生殖によっ

てもうけた子のみを対象として行われるものではなく、一方のみと血縁関係のある5 

子のほか、血縁関係のない養子や里親として養育の委託を受けた児童を対象として

も行われるものであり、同性同士の共同生活においても、一方のみと血縁関係のあ

る子、養子又は里親として養育の委託を受けた児童を共に養育している例が実際に

存在しているのであって、次世代の構成員の確保につながる社会的機能を果たすこ

とが、男女間の婚姻であれば実現可能で、同性間の人的結合関係では実現不能であ10 

るというわけではない（前記１⑸、⑼、⑽）。 

 そうすると、婚姻制度の目的や社会的機能との関係において、本件区別をするこ

とに合理的根拠があるとはいえない。 

 イ 我が国において、これまで婚姻は男女間でのみ認められてきたものであり、

国民の中には、同性婚を認めることに否定的な考えを持つ者が、近年は相当減少し15 

ているものの、なお一定数存在する（前記１⑻）。 

 しかし、かつて、社会通念上、婚姻とは男女間の結合関係をいうものであり、同

性同士の婚姻というのはあり得ないという考え方が支配的であった背景には、異性

愛が自然で、同性愛は病理であるとの認識が広く社会に浸透しており、同性を性愛

の対象とするような関係は社会的に正当なものとみなされていなかったという事情20 

がある。これに対し、現在では、同性愛それ自体は疾病・障害ではなく、性愛の対

象が同性に向くのは本人の意思により選択又は変更することができない性的指向に

よるものであり、性的指向による差別は許されないという認識が国際的に広く共有

され、国の施策における基本理念として明確にされている（前記１⑴～⑶、⑸）。 

 そして、我が国も批准する自由権規約の履行に関し、自由権規約委員会は、性的25 

指向による差別を禁止する自由権規約の規定に基づき、同性間の人的結合関係にも、
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同性婚を含め、男女間の婚姻と同様の権利利益の享受が認められるべきであるとい

う見解に立ち、我が国に対し、その履行を勧告している。世界的には、既に世界各

地の３７か国で同性婚が認められており、そのほかにも、多くの国が同性間の人的

結合関係を公証する制度を設けていて、その中には、イタリアのように相続権も含

め婚姻とほぼ同等の権利義務を付与する制度もある（前記１⑶、⑷）。 5 

 このような中で、同性婚が認められていない我が国では、地方公共団体において

パートナーシップ制度を導入する動きが急速に広がり、これまでに導入自治体は４

４２（全人口の約８５％の居住地域）に達している。また、民間企業においても、

同性間の人的結合関係を婚姻関係と同等に扱う動きが広がっている（前記１⑸）。地

方公共団体のパートナーシップ制度は、婚姻制度のように法的な身分関係の形成と10 

これに伴う種々の権利義務の発生という法的効果を生じさせるものではなく、当事

者間の関係に社会的公認を与えるものとして一定の効果があるにとどまるが、それ

にもかかわらず、近年急速に全国各地でその導入が進んでおり、民間企業において

も上記のような動きがある事実は、同性間の人的結合関係に社会的公認を受けたい

という要請の存在と、地方公共団体や民間企業においてそれを受け止めるべきであ15 

るという認識が広がっていることを示すものであるといえる。 

 このような国内外の動きに伴い、国民の意識の変化も進み、近年の同性婚に関す

る意識調査の結果（前記１⑻）をみると、年を追うごとに同性婚を認めることに賛

成する者が増え、反対する者が減る傾向が顕著であり、令和５年に実施された世論

調査では、調査ごとに問い方や集計の仕方に違いはあるものの、同性婚を認めるこ20 

とに賛成する者の割合はほぼ全ての調査で過半数を超えており、賛成する者の割合

が多いものでは７２％に上るのに対し、反対する者の割合は全ての調査で３割未満

となっている。 

 以上のとおり、現在では、我が国において、同性間の人的結合関係に男女間の婚

姻と同様の保護を与えることについて、否定的な考え方が国民一般に広く共有され25 

ている状況にあるとはいえず、むしろ社会的受容度は相当程度高まっているといえ
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る。 

 そうすると、婚姻及び家族に関する事項は国の伝統や国民感情を含めた社会状況

における種々の要因を踏まえて定めるべきであることを考慮しても、性的指向とい

う本人の意思で選択や変更をすることができない属性により個人の人格的存在と結

び付いた重要な法的利益の享受の可否につき本件区別が生じている状態を現在も維5 

持することに合理的根拠があるとはいえない。 

 ウ 同性間の人的結合関係について、配偶者としての法的身分関係の形成に係る

規定を設ける方法としては、婚姻を男女間のものとしている民法及び戸籍法の規定

を改正して、婚姻を同性間でも認める立法をする方法だけではなく、婚姻とは別の

制度として、同性間の人的結合関係について婚姻の届出に関する民法７３９条に相10 

当する配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定を新設する立法をする方法も

ある。また、いずれの方法をとる場合でも、民法における婚姻の規律及びこれと有

機的に関連付けられた親子、親権、相続の規律、その他諸法令において婚姻に関連

付けて定められている種々の法的効果に関する規律のそれぞれについて、同性間の

人的結合関係についても同様の規律とするのかどうかを定める必要がある。これら15 

の事項についてどのような選択をするかは、現代における夫婦や親子関係について

の全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべき事柄であ

り、それによって定まる具体的な制度の構築は国会の合理的な立法裁量に委ねられ

ている。 

 もっとも、その立法裁量は、個人の尊重（憲法１３条）と法の下の平等（憲法１20 

４条）という基本原則に立脚した制度とすべきであるという憲法上の要請が、その

裁量の限界を画するものである。たとえば、配偶者の相続権（民法８９０条）のよ

うに、婚姻当事者の性別や子の生殖可能性の有無にかかわらず、配偶者の地位にあ

ることにより当然に生ずるものとされている財産的権利について、男女間の婚姻と

は異なる規律とすることは、直ちにその合理的根拠を見出し難く、憲法１４条１項25 

違反の問題が生じ得ると解される。 
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 もとより、本件区別を解消するためにとるべき立法措置として複数の選択肢が存

在することや、その立法措置に伴い構築されるべき具体的な制度の在り方は国会の

合理的な立法裁量に委ねられることは、本件区別を解消する立法措置をとらないこ

との合理的根拠となるものではない。 

 ⑹ 憲法適合性に関する結論 5 

 以上によれば、現行の法令が、民法及び戸籍法において男女間の婚姻について規

律するにとどまり、同性間の人的結合関係については、婚姻の届出に関する民法７

３９条に相当する配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定を設けていないこ

とは、個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益について、合理的な根拠に基

づかずに、性的指向により法的な差別的取扱いをするものであって、憲法１４条１10 

項、２４条２項に違反するというべきである。 

 なお、憲法２４条は、その制定当時の社会通念に従い、婚姻とは男女間の人的結

合関係をいうものとして規定されたにすぎず、同性間でも同様の人的結合関係が成

立し得ることを想定した上で、これに男女間の人的結合関係と同様の法的保護を与

えないことを憲法自体が予定し許容する趣旨とは解されないことは、前記⑵のとお15 

りであるから、憲法２４条が「両性」、「夫婦」という文言を用いていることは、上

記の差別的取扱いが憲法１４条１項、２４条２項に違反するとの判断を左右するも

のではない。 

 ３ 争点⑵（本件立法不作為が国家賠償法１条１項の適用上違法か）について 

 ⑴ 国家賠償法１条１項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々20 

の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反して当該国民に損害を加えたとき

に、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものであるところ、

国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは、国会議

員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反した

かどうかの問題であり、立法の内容の違憲性の問題とは区別されるべきものである。25 

そして、上記行動についての評価は原則として国民の政治的判断に委ねられるべき
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事柄であって、仮に当該立法の内容が憲法の規定に違反するものであるとしても、

そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに同項の適用上違法の評価を

受けるものではない。もっとも、法律の規定が憲法上保障され又は保護されている

権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものである

ことが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃5 

等の立法措置を怠る場合などにおいては、国会議員の立法過程における行動が上記

職務上の法的義務に違反したものとして、例外的に、その立法不作為は、同項の規

定の適用上違法の評価を受けることがあるというべきである（最高裁昭和５３年（オ）

第１２４０号同６０年１１月２１日第一小法廷判決・民集３９巻７号１５１２頁、

最高裁令和２年（行ツ）第２５５号、令和２年（行ヒ）第２９０号、第２９１号、10 

第２９２号同４年５月２５日大法廷判決・民集７６巻４号７１１１頁参照）。 

 ⑵ 現行の法令において、同性間の人的結合関係について配偶者としての法的身

分関係の形成に係る規定が設けられていないことが、憲法１４条１項、２４条２項

に違反することは、前記のとおりである。 

 もっとも、憲法は、日本国憲法の制定時に既に制度化されていた男女間の婚姻に15 

ついては、憲法１３条、１４条に立脚した制度に改めることを憲法２４条１項にお

いて明文で要請する一方、同性間の人的結合関係についても配偶者としての法的身

分関係の形成に係る規定を設けるべきことについては、明文をもって要請してはい

ない。その要請は、近年の国内外における社会的認識の急速な高まりにつれて明ら

かになったものであり、その要請が憲法の規定自体から一義的に明白であったとは20 

いえない。憲法上の要請である平等原則によりこのような帰結が導かれることが認

識されるようになったのは、国際的潮流としても、我が国における議論の発展とし

ても比較的最近のことであり、近時の複数の裁判例において概ね同旨の問題認識を

示す判断が積み重ねられつつあるものの、その判断内容自体、これまでのところ必

ずしも統一されておらず、最高裁の判断は未だ示されていない。そうすると、現時25 

点までに、同性間の人的結合関係について配偶者としての法的身分関係の形成に係
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る規定を設けていないことが憲法１４条１項、２４条２項に違反することが、国会

にとって明白となっていたということはできない。 

 したがって、国会が、現時点（当審口頭弁論終結日である令和６年４月２６日時

点）までに、民法及び戸籍法において男女間の婚姻について規律するにとどまり、

同性間の人的結合関係については婚姻の届出に関する民法７３９条に相当する配偶5 

者としての法的身分関係の形成に係る規定を設けるに至っていないという立法不作

為をもって、国家賠償法１条１項の適用上違法であるということはできない。 

第４ 結論 

 以上によれば、控訴人らの請求はいずれも理由がなく、これを棄却した原判決は

相当であって、本件控訴はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のと10 

おり判決する。 
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